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第Ⅱ部　基本計画
　第７次那須町振興計画基本構想（平成２８年度から平成３７年度まで）において定めた
那須町の将来像の実現に向け、前期５年間（平成２８年度から平成３２年度まで）において
取り組む具体的な施策を体系的に整理するものです。
　なお、計画期間中において、社会情勢等の変化に対応するため、必要に応じ見直しを行
います。

＝基本方針：主要施策＝ ＝施策項目＝
【基本計画の構成】

“自然・環境・共生 ”のまち1 １.再生可能エネルギーの活用
２.生活環境対策の推進
３.循環型社会の形成

“住まい・暮らし・定住 ”のまち２ １.若者から高齢者までの定住化の促進
２.秩序ある土地利用の推進
３.良好な生活空間の形成(生活基盤施設の整備)
４.安全な水を暮らしに安定供給
５.生活排水処理の推進
６.人にやさしい社会の実現

“子育て・健康・福祉 ”のまち３ １.子ども・子育て支援環境の充実
２.地域福祉の充実
３.高齢者の自立支援の推進
４.障がい者の自立支援の推進
５.健康づくりの推進

“観光・交流・連携 ”のまち４ １.国内外からの誘客促進
２.公共交通の整備
３.地域情報化の推進
４.国際交流の推進
５.道路整備の推進

■ 基本計画の概要
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“ 安全・安心 ”のまち６ １.防災対策の推進
２.防犯対策の推進
３.交通安全対策の推進 

“ 教育・文化・スポーツ ”のまち７

４.幼児教育環境の充実
５.学校教育環境の充実
６.特別支援教育の充実
７.地域文化の育成
８.スポーツ・レクリエーションの推進

“しごと・活力 ”のまち５

４.商業の活性化
５.勤労者への支援の推進
６.消費者の安全の確保

“協働・行財政 ”のまち８ １.地域づくり活動の推進(地域ｺﾐｭﾆﾃｨの発展)
２.行政サービスの向上
３.適切な行財政運営
４.町有財産の適正管理
５.広域行政(定住自立圏構想等)の推進

１.農業の活性化
２.林業の活性化
３.鉱工業の振興

１.那須の人づくりの推進
２.男女共同参画の推進
３.青少年の健全育成の推進 
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01　再生可能エネルギーの活用
02　生活環境対策の推進
03　循環型社会の形成

基本方針  
１ “自然・環境・共生”のまち

バイオディーゼル
燃料製造機

クリーンステーション那須

那須平成の森
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

（１） 再生可能エネルギーの活用

＝施策の内容＝

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

■ 計画の背景

■ 目標実現に向けて

○近年、地球温暖化対策としての、温室効果ガス削減や資源の有効活用が必要となっ
ており、エネルギー対策としての太陽光、風力、バイオマス等を利用した再生可能
エネルギーへの期待が高まっています。

○環境保全に効果の高い太陽光、間伐材や家畜糞尿、生ごみ等のバイオマス、水力、
温泉熱等の再生可能エネルギー活用を多角的に調査・研究し、地域循環型社会の構
築を推進します。
○廃食用油を利用したバイオディーゼル燃料製造の安定化を図ります。
○地球温暖化防止対策として、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの活用
を推進します。
○省資源、省エネルギーの普及啓発を行うとともに、公共施設等におけるエネルギー
効率の高い設備、機器の導入を促進します。

○省エネルギーの推進と、自然エネルギーの活用を図ります。　　　　　

再生可能エネルギーの活用 （１） 再生可能エネルギーの活用

・地球温暖化対策として、行政が率先して、温室効果ガスの排
出削減や省エネルギーの推進に取り組む。

・日常生活や事業活動において、節電などの省資源、省エネル
ギーの推進に取り組む。

主　体 取り組み内容

行　政

町　民
事業者

!"再生可能エネルギーの活用!"１　 “自然・環境・共生”のまち
基本方針  
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

（１） 生活環境対策の推進

＝施策の内容＝

■ 計画の背景

■ 目標実現に向けて

○本町は、雄大な那須連山を望む那須高原をはじめ、商工業を中心とした黒田原、歴
史と田園風景の芦野、伊王野など、それぞれ地域性豊かな自然や歴史的環境に恵ま
れています。しかし、近年は廃棄物の不法投棄や河川等の水質汚濁、騒音、悪臭と
いった生活関連の苦情が増加の傾向にあります。
○こうした環境問題に的確に対応し、環境保全に関する施策を総合的かつ計画的に推
進することが求められています。このため、「那須町環境基本計画」の基本目標の
実現に向け、国・県の関係機関への働きかけや町民・事業所等の認識を深めつつ、
環境保全に関する各種施策を積極的に推進する必要があります。
○快適な生活環境を維持・向上させていくため、環境保全に配慮した生活排水処理施
設の整備・水質汚濁・騒音・悪臭などの防止対策の強化に努める必要があります。
○本町の豊かな自然環境を保全するとともに、人と自然との共生を目指し、生物多様
性の保全に努める必要があります。
○平成23年３月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所
の事故により当町も被害を受け、除染計画に基づき計画的な除染を実施してきまし
た。今後は、早期の除染終了を図る必要があります。

○水道水源及び水源周辺地域における環境汚染の防止や水質の保全を図るため、地下
水などの分析調査を行い、県と連携して土壌・地下水汚染の防止を図ります。

○豊かな生物多様性を育み、自然と共生するまちづくりに努めます。
○健やかな暮らしが育まれる生活環境づくりに努めます。
○早期の除染終了を図り、風評被害等の払しょくに努めます。

生活環境対策の推進 （１） 生活環境対策の推進

（２） 生物多様性の保全

（３） 放射能対策の推進

!"生活環境対策の推進!"１　 “自然・環境・共生”のまち
基本方針  
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（２） 生物多様性の保全

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

○河川環境の保全を図るため、町内河川の水質分析調査を行います。
○生活排水による水質汚濁防止のため、公共下水道への接続指導や浄化槽設置整備事
業を推進します。
○工場や事業所を発生源とする大気汚染、水質汚濁、土壌、地下水汚染、悪臭、騒
音、振動等を防止するため、法律や県条例等に基づき関係機関等と連携した指導を
行うとともに、国・県の環境対策助成制度の活用ＰＲを推進します。
○畜犬対策として、飼い主のマナー向上を図るとともに、狂犬病予防注射接種の啓発
及び野犬の発生防止に努めます。
○廃棄物の不適正処理や廃棄物による環境汚染の防止に努めます。また、産業廃棄物
処分場や不法投棄に対しては廃棄物監視員によるパトロールを強化します。
○那須町ポイ捨て禁止条例の周知徹底を図り、地域ぐるみの清掃活動として「環境美
化町民運動」を行うとともに、監視体制の強化による環境美化の推進を図ります。
○省エネルギー化による温室効果ガス削減を推進するとともに、県の環境立県施策と
連携した施策を展開します。
○電気自動車や水素自動車等の次世代自動車の普及を見据えたインフラ整備につい
て、県などの関係機関と連携を図りながら検討を進めます。

○自然環境の保全に努め、野生動植物の生息・生息域の保全を推進します。
○動植物の調査等を行い、希少な動植物の保護のための施策を展開します。
○特定外来生物の生息状況を把握し、防除及び駆除を町民等と協働で推進します。

（３） 放射能対策の推進
○原子力災害による空間放射線量測定や食物・飲料水等の放射能検査等の監視体制（モニ
タリング）を継続し、情報提供に努めるとともに、風評被害等の払しょくに取り組みます。
○除染実施計画（国補助事業）に基づき、早期の除染終了を目指すとともに、住民の更なる
安全安心を確保するため、町除染事業（町支援金事業）を推進します。
○放射性物質を含む廃棄物の処理について、関係機関と連携して進めます。

・町民や事業者等の環境保全意識の啓発を図る。
・公害等を未然に防ぐため、継続的な測定・監視を行い、必要
に応じ詳細調査や発生源対策を行う。
・除染計画に基づき早期の除染終了を図る。

・日常生活や事業活動における環境汚染の防止に努める。
・環境保全活動への積極的な参加を心がける。

主　体 取り組み内容

行　政

町　民
事業者
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

（１） リサイクルの推進

＝施策の内容＝

■ 計画の背景

■ 目標実現に向けて

○快適でうるおいのある生活環境と公衆衛生の向上を図るためには、大量生産に基づく消
費・廃棄が大きな課題であり、節約・再生する循環型社会づくりの形成が必要です。
○本町のごみ排出量については、増加傾向から減少傾向にありますが、依然として高い水
準で推移しています。このため、環境負荷や財政負担の軽減に向けて、ごみの減量化・資
源化をさらに推進する必要があります。

○循環型社会形成推進基本法に定められた基本原則により、廃棄物処理法、容器包装
リサイクル法、小型家電リサイクル法等の趣旨の周知徹底を図ります。
○「那須町一般廃棄物処理基本計画」及び「那須町分別収集計画」に基づき、資源の
有効利用促進及びリサイクル対策に積極的に取り組み、ごみの減量化及び資源化を
推進します。

（２） ごみの減量化・資源化の推進
○「那須町一般廃棄物処理基本計画」に基づき、適切なごみ処理対策を進めるととも
に、町民・企業・行政が一体となり、ごみの減量化・資源化を推進します。
　また、容器包装リサイクル法、小型家電リサイクル法及び「那須町分別収集計画」
に基づく分別の徹底を図ります。

○那須町生ごみ処理機器設置事業補助制度を有効活用し、生ごみの減量化、資源化を図ります。

○資源やエネルギーを大切にする循環型社会づくりに努めます。
○ごみの減量化を図るため、生ごみ等の発生抑制や資源物の分別の徹底により資源化を推進します。
○ごみの減量化・資源化を推進するため、町内全域において効率的な収集・運搬に努めます。
○交流人口の増加やライフスタイルの変化等に伴い、多種・多様化するごみを適切に処分す
るため、適切な施設運営に努めます。

循環型社会の形成 （１） リサイクルの推進

（２） ごみの減量化・資源化の推進

（３） 収集・運搬体制の効率化及び施設の整備

!"循環型社会の形成!"１　 “自然・環境・共生”のまち
基本方針  
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〈施策に関連する成果指標〉

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝

○事業者に対しては、ごみの減量化や再生利用に向けた啓発を行うとともに、事業系
ごみ手数料について検討します。
○クリーンステーション那須の効率的な業務体制について、継続的な検討を行います。
○自然エネルギー施策と連携し、廃食用油の回収による資源化を推進します。

（３） 収集・運搬体制の効率化及び施設の整備
○可燃ごみ・不燃ごみ及び資源物の収集体制の効率化を促進するため、収集・運搬体
制の整備を推進します。
○旧清掃センター焼却施設の解体及び跡地再利用計画を策定します。

・ごみ減量化・資源化推進事業　【継続】

・小学校を対象とした環境学習等の啓発活動を図る。
・事業系ごみ手数料の改定を図る。

・ごみの分別を徹底することにより、ごみ排出量の削減を図る。

主　体 取り組み内容

行　政

町　民
事業者

■ 数値目標

可燃ごみ収集量
不燃ごみ収集量
資源ごみ収集量
粗大ごみ収集量
　合　　　計

成果指標名 基準値／H26年度 目標値／H32年度単位

ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ

8,909
291
1,507
163

10,870

8,560
280
1,550
150

10,540



親子遊び

基本方針  
２ “住まい・暮らし・定住”のまち
01　若者から高齢者までの
　　 定住化の促進
02　秩序ある土地利用の推進
03　良好な生活空間の形成
     （生活基盤施設の整備）
04　安全な水を暮らしへ安定供給
05　生活排水処理の推進
06　人にやさしい社会の実現

町営新黒田住宅町営新黒田住宅

グリーンハイツ田中
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○田中地区に、定住促進を図る「グリーンハイツ田中」の宅地造成を行い、販売促進
に努めていますが、現在、57区画のうち１９区画が未販売となっています。今後も
早期完売を目指し、販売促進を展開する必要があります。
○本町の町営住宅は2３５戸が整備されていますが、昭和30年代から40年代にかけて
建設された木造住宅が多く、老朽化、居住性の低下が懸念されています。
○平成21年度に雇用能力開発機構から旧西原宿舎を購入し、新たに「あたごハイツ」
として80戸が町営の賃貸住宅に加わったことから、定住化に向けた入居促進を引き
続き図る必要があります。
○適切な管理が行われていない空き家等の対策が全国的に課題となっていることか
ら、本町においても地域の実情に応じた空き家等対策を図る必要があります。
○国の戦略である地方再生に向け、地域の魅力創出及び活力の向上並びに住みよい地
域社会の実現を図るため、移住の促進を図る必要があります。

○分譲宅地「グリーンハイツ田中」の早期販売を推進します。
○公営住宅等長寿命化計画に基づき、町営住宅の適正な維持管理に努めます。
○住まいに関する調査を基に、町営住宅の建設を検討します。
○あたごハイツへの入居促進を図り、若者の定住化を推進します。
○「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、町内に存在する空き家等の
適切な管理に努めます。
○空き家を有効利用し、良好な生活環境の保全や定住促進を図るため、空き家バンク
等の制度を創設します。
○町外からの移住・定住を促進することにより、本町の魅力創出及び地域の活性化を
図ります。

若者から高齢者までの
　　　　　　定住化の促進

（１） 住宅地の供給

（２） 町営住宅の整備

（３） 空き家の活用

（４） 移住の促進

!"若者から高齢者までの定住化の促進!"2　 “住まい・暮らし・定住”のまち
基本方針  
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（１） 住宅地の供給
■ 目標実現に向けて

○グリーンハイツ田中の早期販売に向け、継続したＰＲ活動を展開します。
○本町の宅地情報を集約化し、宅地情報の斡旋を推進します。
○社会情勢を総合的に勘案し、新たな宅地開発の研究を行います。

（２） 町営住宅の整備
○公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化した住宅の解体・維持修繕、長寿命化を図る
住宅の改修等、計画的な施設の整備改善を図ります。
○住まいに関する調査を基に、定住化を促進するため町営住宅の建設を検討します。
○あたごハイツの入居促進・定住化を図るため、建物の改修を推進します。

（３） 空き家の活用
○老朽化した空き家の適正な管理に資するため、空き家のリフォームを支援します。
○空き家バンク制度を運用し、空き家の有効利用を推進します。

（４） 移住の促進
○首都圏等で開催される移住フェア等に参加し、町内への移住に関する情報を発信します。
○日本版ＣＣＲＣ（※）の取り組みを推進します。
○町内に住宅を建築・取得し、町外から本町へ移住する世帯を応援します。
○地域おこし協力隊員の活動による地域力の維持及び強化並びに地域の活性化を図り、住
みよい魅力ある住環境をＰＲすることにより、町外からの移住を促進します。
○各団体が取り扱う町への移住を促進する制度について、町広報紙やＨＰ等を活用し、町
内外へ発信します。

※ＣＣＲＣ（Continuing Care Retirement Community）とは、健康な時から介護時まで移転することな
く、安心して暮らし続けることが出来る米国で生まれたシニアコミュニティです。
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〈施策に関連する成果指標〉

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・グリーンハイツ田中販売促進事業　【継続】
・町営住宅（あたごハイツ）管理事務　【継続】
・定住促進事業（空き家バンク制度）　【新規】
・定住促進事業（地域おこし協力隊）　【新規】
・那須町ＣＣＲＣ構想策定事業   【新規】

・グリーンハイツ田中の早期販売に向けて、従来の販売方法にとらわ
れない方法を検討する。
・あたごハイツへの入居促進に向け、建物の改修を行い更に町内外
に向けてのＰＲを積極的に行う。
・移住・定住促進については、各種制度を創設するとともに、各方面
へ制度のＰＲ活動を行う。
・宅建業者や別荘管理業者との情報交換を図り、空き家等の管理適
正化を啓発する。
・移住を考えている町外者に対し、空き家情報等を発信する。
・那須町ＣＣＲＣ構想を策定するため、関係団体・有識者等で構成す
る協議会を発足し、ＣＣＲＣの取り組みを推進する。

・行政の発信する情報や各種制度を利用する。

主　体 取り組み内容

行　政

町　民
事業者

■ 数値目標

グリーンハイツ田中販売戸数
あたごハイツ入居戸数
空き家バンク登録戸数

成果指標名 基準値／H26年度 目標値／H32年度単位

戸
戸
戸

36
53
0

50
75
50
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○町土は、現在から将来における町民のための限られた資源であり、町の土地利用にあたっ
ては、町土が住民生活や社会経済活動の共通の基盤であるという意識のもと、すべての
町民が健康で文化的な生活を営むことができる生活環境の確保と町土の均衡ある発展
を図る必要があります。
○本町の特徴的な土地利用は、別荘分譲地などの観光保養地的な利用が多く、また日光国
立公園の那須連山に代表される原生的な土地も有しています。
○都市的土地利用については、用途地域を指定している黒田原・湯本市街地が中心となっ
ていますが、近年は那須塩原市の市街地に近い新高久地区や、田代・広谷地周辺をはじ
めとする町の西部地域において、住宅等の建築が多く見受けられます。
○自然的土地利用については、日光国立公園に指定されている区域の天然林や温泉源、町
中央部の水田や畑のほか、採草放牧地や八溝山系の森林があります。
○これらそれぞれの土地利用について、自然環境の保全や生物多様性の確保に配慮し、秩
序ある土地利用を図る必要があります。
○土地利用の円滑化を図るため、基礎的な情報となる土地の面積や形状を明確にする必要
があります。

○土地利用にあたっては、地域の特性を生かし、農林地の保全、歴史的風土の保全、公害
の防止や緑豊かな自然環境を保持した土地利用を推進します。
○土地利用の基礎となる地籍を明確にするための地籍調査を推進します。

秩序ある土地利用の推進 （１） 自然環境の保全

（２） 秩序ある土地利用の推進

（３） 地籍調査の推進

!"秩序ある土地利用の推進!"2　 “住まい・暮らし・定住”のまち
基本方針  
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（１） 自然環境の保全
■ 目標実現に向けて

○本町の大きな財産である豊かな自然を次世代に引き継いでいくため、土地利用や景
観形成などの施策を推進し、自然と共生するまちづくりを推進します。

（２） 秩序ある土地利用の推進
○土地利用構想を実現するために、国土利用計画那須町計画及び那須町土地利用調整基
本計画に基づいた秩序ある土地利用を推進します。
○民間事業者による開発行為については、自然環境と生活環境との調和や、良好な景観形
成を重点に規制・誘導を行います。
○社会情勢の変化に対応し、適切な土地開発基金の活用を図ります。

（３） 地籍調査の推進
○国土調査事業十箇年計画に基づき、地籍調査を計画的に推進します。

〈施策に関連する成果指標〉

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・地籍調査事業　【継続】

■ 数値目標

地籍調査実施率

区　　　分 面積（ｋ㎡）   実施比（％）  面積（ｋ㎡）   実施比（％）
基準年次／H26年度 目標年次／H32年度

8.82 　　2.81 　12.86　　　　4.09
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○本町の都市計画の目標は、町のイメージになっている良好な自然環境を保全しなが
ら、国際的な観光拠点である日光・那須エリアの主要都市としての役割を果たすと
ともに、地域の特性を活かした魅力あるまちづくりを推進する必要があります。
○都市計画区域内におけるまちづくりの基本計画として、平成25年3月に都市計画マ
スタープランを策定し、良好な生活環境形成のための規制・誘導等を図ってきまし
た。今後も、少子高齢化社会、産業構造の変化、都市防災などの新たな動向を踏ま
えた見直しを適宜行う必要があります。
○本町は、景観行政団体に認定されており、景観計画・景観条例・屋外広告物条例を
他市町にさきがけて策定しました。今後これらの条例等をもとに、地域と一体と
なった景観形成を図る必要があります。
○公園・緑地・下水道などの良好な居住環境・生活環境に不可欠な施設について効率
的な整備を図る必要があります。

○地域の特性を活かした魅力あるまちづくりを推進します。
○景観計画に基づき、豊かな自然環境に調和した良好な景観を形成します。
○地域の実情にあった居住環境・生活環境の整備を推進します。
○都市計画道路については、現状を精査し、整備促進を図ります。
○既存公園の整備や、水辺環境の整備を図ります。

良好な生活空間の形成
　　（生活基盤施設の整備）

（１） 都市計画の推進

（２） 良好な景観形成の推進

（３） 居住環境・生活環境の整備推進

（４） 都市施設の整備推進

（５） 公園・水辺の整備推進

!"良好な生活空間の形成（生活基盤施設の整備）!"2　 “住まい・暮らし・定住”のまち
基本方針  
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（１） 都市計画の推進
■ 目標実現に向けて

○都市計画マスタープランに沿った産業拠点形成・生活基盤づくりや、那須特有の自
然と歴史・文化などを活かしたまちづくりを推進します。

（２） 良好な景観形成の推進
○豊富な景観資源を保全、活用し、快適な生活環境と地域の活性化を図り、良好な景観を
創出し、次世代へ継承していきます。

（３） 居住環境・生活環境の整備推進
○地域の実情に応じた居住環境・生活環境の整備や商店街の活性化について研究し、安
心・快適に過ごせる環境づくりのための各種事業を導入します。

（４） 都市施設の整備推進
○湯本地区5路線の都市計画道路については、現状を精査し適宜見直しを行います。
○那須塩原市の旧黒磯市街地と、那須インターチェンジを結ぶ西那須野・那須線（都市計
画道路3・4・3）について、地域活性化のみならず周辺道路の渋滞緩和や災害時等の緊
急輸送道路の形成という見地からも積極的な整備促進を図ります。

（５） 公園・水辺の整備推進
○緑の基本計画に基づき、町内の緑地の保全及び有効活用や普及啓発などにより緑化事
業の推進を図ります。
○（仮称）筒地河川公園については、西那須野・那須線（都市計画道路3・4・3）の整備状
況を踏まえ、那珂川の水辺を生かした広域的な憩いの場としての整備を検討します。
○総合運動公園については、社会情勢を見極め整備を検討します。
○芦野御殿山公園・伊王野城山公園・高久愛宕山公園等の地域の身近な公園については、
地元愛護団体との連携のもとに、安全性、快適性に配慮した整備を推進します。
○一級河川の未整備区間の整備について、県に改修要望を行います。
○町道路河川愛護会等の各団体と協力し、町民との協働による水辺環境の整備を行うとと
もに、「那須町の川をきれいにする基金」を原資とした環境保全事業を展開します。

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・景観形成推進事業　【継続】

・健康で文化的な生活や活動を確保するために必要な都市計画の
見直しや都市施設整備を図る。
・町ホームページなどを活用し、良好な景観形成の啓発に取り組む。
・地域の特性を活かした景観形成を図るため、法令に基づいた景観・
屋外広告物規制に取り組む。

・良好な景観形成のため、講演会、保全活動に参加する。

主　体 取り組み内容

行　政

町民・事業者
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○本町は、市街化された地域のほかに、広大な区域に住宅等が点在する事情により、町営
水道の普及が難しく、従来からの自家用井戸を利用している「未普及地域」があります。
○これらの水道需要に対応するため、各地域の水量安定のため、旧簡易水道事業地域との
連携接続を図り、効率的な運営を目指す必要があります。
○災害の発生時の対応について万全を期すとともに、安全で安定した水道水の供給を図る
ため、老朽化した設備や、送水管・配水管の更新を進める必要があります。

■ 目標実現に向けて
（１） 水道未普及地域の解消
○水道の未普及地域の解消を図るため、給水拡張工事に努めます。

（２） 安全で安定した水道水の確保
○町内の各区域での水量のバランスを連絡管により平準化し、事業の効率的な運営を図り
ます。
○災害発生時等の被災者への迅速な給水を確保するため、緊急給水体制を整備します。

（３） 老朽施設・設備の更新
○老朽化した送水管・配水管の破損を未然に防止するため、これらの更新に努めるととも
に、施設の耐震化を推進します。
○道路改良及び下水道工事に併せて老朽管の更新を進め、経費の節減と工事の効率化を
図ります。

○安全で安定した水道水の供給を図ります。
○水道未普及地域の解消に努めます。

安全な水を暮らしに安定供給 （１） 水道未普及地域の解消

（２） 安全で安定した水道水の確保

（３） 老朽施設・設備の更新

!"安全な水を暮らしに安定供給!"2　 “住まい・暮らし・定住”のまち
基本方針  
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〈施策に関連する成果指標〉

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・水道施設整備事業　【継続】

主　体 取り組み内容

行　政

町　民
事業者

・水道未普及地域への給水拡張工事を行うことにより、水道未普
及地域の解消を図る。
・安全安心な水の供給を図る。

・水道普及整備により、水道供給体制が整備された際には積極的
に給水加入する。

■ 数値目標

総人口      （Ａ）
実給水人口  （Ｂ）
普及率      （Ｂ）／（Ａ）

成果指標名 基準値／H26年度 目標値／H32年度単位

人
人
%

26,347
20,755
78.78

26,200
21,000
80.15
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○公衆衛生の向上、河川の水質汚濁防止など、生活排水の処理は都市と農村の健全な発展
にとって不可欠な課題となっています。
○公共下水道の整備については、湯本処理区が昭和59年度から供用開始し、現在の供用
面積は12３haとなっています。使用開始から３１年を経過し、施設の老朽化が著しいこと
から、計画的な施設の改築・更新が必要となってきています。
　また、黒田原処理区においては、平成14年度に供用を開始し、供用面積は９４haとなっ
ていますが、今後も管路の面整備工事を推進する必要があります。しかし、一方では人口
減少などの近年の地域社会の構造変化に伴い、下水道事業全体計画を見直す必要性が
生じています。
○本町の生活環境向上のため、生活排水処理構想に基づき、公共下水道事業及び浄化槽
設置整備事業を計画的に推進するとともに、水洗化向上に努める必要があります。
○下水処理場で発生する汚泥の一部は、湯本浄化センター内のコンポスト施設でリサイク
ルされ肥料として農園等に利用されています。また、それ以外の汚泥については栃木県資
源化工場等の汚泥処理施設において処理しています。今後とも増大する汚泥処理につい
ては、各施設の受入状況を把握しながら適切に処理する必要があります。
○公共下水道処理区以外の地域においては、生活環境の改善及び水質の保全を図るため、
合併処理浄化槽の設置推進を図る必要があります。

○安心・快適で暮らしやすい環境づくりのため、湯本処理区内及び黒田原処理区内におけ
る公共下水道の整備を推進します。
○下水道処理場から排出される下水汚泥の処理を適切に行います。
○公共下水道の区域外となる地域については、浄化槽設置整備事業により、合併処理浄化
槽設の普及を促進します。

生活排水処理の推進 （１） 公共下水道の整備推進

（２） 下水道汚泥の適切な処理

（３） 合併処理浄化槽の普及促進

!"生活排水処理の推進!"2　 “住まい・暮らし・定住”のまち
基本方針  
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（１） 公共下水道の整備推進
■ 目標実現に向けて

○下水道事業全体計画の見直しを行うとともに、湯本処理区においては、湯本浄化セン
ター長寿命化計画及び耐震計画に基づき施設の改築・更新工事を推進します。
　また、黒田原処理区においては、事業認可区域の変更を行い未普及地域の整備を推進し
ます。

（２） 下水汚泥の適切な処理
○下水処理場から排出される下水汚泥の処理については、湯本浄化センターのコンポスト
施設及び栃木県下水道資源化工場等において適切に処理します。

（３） 合併処理浄化槽の普及促進
○公共下水道認可区域以外の地域については、浄化槽設置整備事業等により合併処理浄
化槽の普及促進に努めます。

〈施策に関連する成果指標〉

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・公共下水道整備事業（黒田原）　【継続】
・公共下水道整備事業（湯本）　【継続】
・浄化槽設置整備事業　【継続】

■ 数値目標

　総人口　　　　　　（A）
　全体計画区域面積　（B）
　認可区域面積　　　（C）
　供用開始区域面積　（D）
　供用開始区域内人口（E）
　下水道普及率   　（E/A）
　終末処理場箇所数
　終末処理場処理能力
　合併浄化槽利用人口（H）
　合併浄化槽普及率（H/A）
生活排水処理普及率（E+H/A）

成果指標名 基準値／H26年度 目標値／H32年度単位

人
ha
ha
ha
人
％
箇所
㎥/日
人
％
％

26,347
429
284
217
2,933
11.1
２

7,300
14,600
55.4
66.5

26,200
429
290
270
3,320
12.7
２

7,300
16,000
61.1
73.7

浄
化
槽

公
共
下
水
道
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＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝
主　体 取り組み内容

行　政

町　民
事業者

・下水道事業全体計画の見直しに基づき、地域の特性を把握し効
率的な下水道整備を進める。
・広報等により合併処理浄化槽の必要性及び補助制度を周知し、
普及率向上を図る。

・公共下水道供用開始区域内の居住者は、遅滞なく下水道に接続
を行う。
・浄化槽の適正な維持管理を行うため保守点検・清掃、法定検査
を行う。
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!"人にやさしい社会の実現!"2　 “住まい・暮らし・定住”のまち
基本方針  

■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○本町は、広範囲な居住可能地に住居が点在していることと、高齢者の増加が顕著となっ
ており、公共交通網が行き届かない地域も多く、移動手段には自動車が欠かせない状況
にあります。
　一方で、道路や公共施設、公共交通機関に関する施設においては、未整備区間や老朽化
した施設も多く、更新時期にあるものも多くなっています。

■ 目標実現に向けて
（１） ユニバーサルデザインの普及推進
○子どもから高齢者まですべての人が安心・安全で快適なまちを望んでいます。その基礎づ
くりとしての道路・公園・公共施設を安全で利用しやすいものにする必要があることか
ら、ユニバーサルデザインを考慮した整備を推進します。
○町内の事業所等に対して、ユニバーサルデザインの普及啓発に努めます。

○町民や本町を訪れる人々が、安心・安全で快適な日常生活を過ごすことができるよう、公
共施設の整備や、道路整備においてユニバーサルデザインを基調とした設計を行います。

人にやさしい社会の実現 （１） ユニバーサルデザインの普及推進



基本方針  
３ “子育て・健康・福祉”のまち
01　子ども・子育て支援環境の充実
02　地域福祉の充実
03　高齢者の自立支援の推進
04　障がい者の自立支援の推進
05　健康づくりの推進

元気な高齢者
(グラウンドゴルフ）

赤ちゃんとママ

きょうされん
ふれあいフェスタ
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○子どもはこれからの社会を担う大切な存在です。核家族化が進み、少子化が進行する中
で、安心して子どもを生み育てるための環境整備が求められています。
○社会全体で、子どもの育ちと子育てを支援していくための仕組みを構築し、「質の高い教
育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大・確保」、「地域の子ども・子育て支援の充
実」を図っていく必要があります。
○児童福祉施策として、放課後健全育成事業など、働く親の子育て支援が求められていま
す。また近年、児童虐待が大きな問題となっていますが、虐待を受けている児童の早期発
見と適切な保護を行うとともに、予防対策の啓発活動や、相談・援助が必要な家庭への
支援を充実させていく必要があります。
○保育園等の児童福祉施設は、厳しい社会状況の中で、利用者のニーズにより様々なサー
ビスが求められています。また、子育て支援の見地から、保育園を地域全体の子育て拠点
として位置づけ、地域活動を積極的に推進していくため、保育サービスの充実や適正配置
等を総合的に推進していく必要があります。
○家庭は、人格形成の場として子どもたちに極めて大きな影響を与えるものですが、近年、
ひとり親家庭が増加する傾向にあります。そのような家庭に対して、経済的・社会的・精
神的に安定した生活を送ることができるよう支援を充実する必要があります。

○安心して子どもを生み育てることができるよう、子育て支援事業を展開します。
○こども医療費や任意予防接種費用への助成を拡充し、子育て環境の充実を図ります。
○小学校就学後も保護者が安心して働けるよう、放課後児童健全育成事業を推進します。
○子どもの家庭環境の安定を図るため、児童虐待などの予防対策の啓発や支援を行います。
○保育園の保育サービスの充実や適正配置等を推進し、地域の子育てを支援する拠点とし
ての機能を強化します。
○ひとり親家庭の生活安定を図るため、医療費の助成をはじめ各種の支援を行います。

子ども・
　子育て支援環境の充実

（１） 子育て支援施策の充実

（２） 児童福祉施策の充実

（３） 保育サービスの充実

（４） ひとり親家庭支援の充実

!"子ども・子育て支援環境の充実!"3　 “子育て・健康・福祉”のまち
基本方針  
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（１） 子育て支援施策の充実
■ 目標実現に向けて

○子育て支援施策の充実に努め、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推
進します。
○子育て世帯の経済的負担の軽減による子育て環境を向上させるため、こども医療や妊産
婦医療費助成の充実を図ります。
○感染症予防のため、乳幼児は定期予防接種に加え、多くの任意予防接種を受ける必要が
ありますので、任意予防接種についても、費用助成の充実を図ります。
○子育て支援センターにおいて、子育てヘルパー派遣事業の拡充と、ファミリーサポートセ
ンター事業等の推進を図ります。
○保護者の経済的支援対策として、第3子以降3歳未満児の保育料の無料化を小学校就学
前まで拡充して実施します。
○子育て世帯を対象に、保育園情報や健診日程情報等、情報発信事業の拡充を図っていき
ます。
○事業者等への啓発活動を進め、育児休業等の取得を促進し、子育て環境の整備を推進し
ます。

（２） 児童福祉施策の充実
○子育てをしながら働く人々を支援するため、小学校就学児を対象にした放課後児童クラ
ブを全小学校区に整備し、安心して利用できる体制づくりに努めます。
○児童虐待を含む要保護児童対策については、子育て支援センターを中核とし、関係機関
との連携を強化し、迅速な対応を行います。

（３） 保育サービスの充実
○多様化する保育ニーズに対応し、乳児保育、土曜日１日保育、延長保育、病後児保育等の
保育サービスの充実を図ります。  
○保育園適正配置については、住民の合意形成を図りながら適正配置を推進するととも
に、良好な環境のもとで保育できるよう、民間活力の導入も含め、保育施設の整備充実
を図ります。

（４） ひとり親家庭支援の充実
○ひとり親家庭医療費の助成の充実を図ります。
○関係団体や組織の育成強化を図ります。
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〈施策に関連する成果指標〉

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・保育園適正化事業　【継続】
・放課後児童クラブ運営事業　【継続】
・子育て支援センター事業　【継続】

■ 数値目標

待機児童数
放課後児童クラブ
保育園における特別保育事業等
　・乳児保育
　・延長保育
　・障がい児保育
　・土曜日１日保育
　・一時保育
　・病後児保育
子育て支援センターにおける事業
　・子育てヘルパー派遣事業
　・ファミリーサポートセンター事業

成果指標名 基準値／H26年度 目標値／H32年度単位

人
箇所

箇所
箇所
箇所
箇所
箇所
箇所

回
件

0
7

3
4
8
4
0
0

0
0

0
9

4
6
6
6
2
1

130
30
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○現在の日本は、急速な少子・高齢社会を迎えており、核家族化の進行、個人の価値観の
多様化などにより、本町においても地域の相互扶助機能が弱体化する傾向にあり、社会
環境も変化しています。
○福祉制度は、従来の施設を中心とした措置型福祉から、利用者本位の福祉へと転換が図
られているとともに、地域においても障がいの有無や年齢にかかわらず、その人らしい充
実した生活が送れるよう、自立を支援する福祉へと移行しています。
○社会構造の変化などによる生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を
踏まえ、生活保護に至る前の生活困窮者への支援が求められています。
○地域福祉を推進する上で、複雑多様化した課題を抱えて生活している人たちが安心して
暮らしていくためには、地域福祉活動への地域住民の参加が重要な要素となっていま
す。
○「ゆめプラザ・那須」を福祉と保健の活動拠点施設とし、福祉サービスを総合的に提供で
きる体制を構築する必要があります。
○災害の多い日本において、近年はボランティア意識が高まっています。地域に密着したボ
ランティア活動が行えるようボランティア育成を支援する必要があります。
○災害等の緊急時にボランティアをマネジメントするコーディネーターを育成する必要があ
ります。

○地域福祉計画推進のため、地域住民を地域福祉推進の担い手として位置づけ、主体的、
積極的な参加を促すとともに、地域における相互扶助意識の醸成を図ります。
○町社会福祉協議会の組織強化と、活動の充実を図ります。
○「ゆめプラザ・那須」のボランティアセンターを拠点に、コーディネーターの主導によるボ
ランティアの育成を図り、地域福祉活動を推進します。

地域福祉の充実 （１） 地域福祉計画の推進

（２） 福祉団体の育成

（３） ボランティアの育成

!"地域福祉の充実!"3　 “子育て・健康・福祉”のまち
基本方針  
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■ 目標実現に向けて

○住民・各種団体・行政が協働して支えあう地域社会づくりを目指し、地域福祉計画を策定します。
○地域福祉を推進するためには、住民の地域福祉活動への参加が不可欠であり、地域の
ニーズに即した福祉活動への参加を支援します。
○安心見守りネットワーク等の拡大を推進し、地域福祉の向上を図ります。

（２） 福祉団体の育成
○福祉活動を行う各種団体間の連絡調整に努め、活動の指導、支援を行います。
○地域住民や各種団体、民生委員、児童委員などにより構成された町社会福祉協議会や
地区社会福祉協議会の育成と組織の強化を図ります。
○福祉サービスや生活相談を必要とする人々を支える民生委員児童委員協議会・保護司会
の活動を支援します。

（３） ボランティアの育成
○「ゆめプラザ・那須」内のボランティアセンターによるボランティア講座やボランティア体
験プログラムを通じて、地域ボランティアの育成に努めます。

○「ゆめプラザ・那須」内のボランティアセンターを拠点とし、コーディネーターの育成や、県・他
市町との連携、多方面で活動を実践しているボランティアとのネットワーク構築に努めます。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

（１） 地域福祉計画の推進

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・地域生活支援体制の強化　【継続】

主　体 取り組み内容

行　政

町　民
事業者

・ボランティア団体及び、個人の活動を支援する。
・民生・児童委員、警察、消防等の関係機関との連携に努める。
・生活支援の担い手として、自主的な地域貢献や社会活動へ参加する。
・ボランティア活動への参加を図る。
・事業者や地区社協の活動等による、日常的な高齢者の見守り体
制の構築を図る。

ボランティア育成数
ボランティアコーディネーター育成数
見守りネットワーク協定事業者数
生活困窮者自立支援件数

成果指標名 基準値／H26年度 目標値／H32年度単位
人
人
件
件

441
1

　　　39
40

500
2

　　　50
50
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○近年の少子・高齢化社会の進展により、高齢化率が高くなり、本町においても独居世帯
や、高齢者のみの世帯が増加しています。
○このような時代背景にあって、老人クラブへの加入者数は伸び悩んでおり、地域ごとに創
意工夫した健康と生きがいづくりや、社会参加の推進を図る必要があります。

○できるだけ高齢者が要介護（要支援）状態にならないように、介護予防に努める必要があ
ります。
○高齢者の増加とともに、要介護認定者も増加傾向にあることから、介護施設等の不足が
生じるものと想定されます。
○居宅サービスや、施設サービスを利用する高齢者が増加している中、介護保険制度の適
正かつ円滑な運営に努める必要があります。

■ 目標実現に向けて
（１） 高齢者の生きがいづくり
○高齢者が生きがいを持って他者と交流できる場を確保するとともに、自らの知識や経験
を生かし、地域の社会活動に参加できるよう、老人クラブ、シルバー人材センターの事業
を推進し、高齢者が地域に貢献できる活動を支援します。
○地区社会福祉協議会が進めているふれあい事業等、地区内の高齢者の居場所づくりを支
援します。

○高齢者が生きがいをもっていつまでも元気で地域で暮らしていけるよう、高齢者の社会活動や
交流活動を支援し、介護予防の推進と介護予防・生活支援サービス事業の構築を図ります。

○すべての高齢者が住み慣れた地域でできるだけ自立し、尊厳ある生活を送ることができ
るように、地域支援体制を強化します。
○高齢者が、必要なときに必要なサービスを利用することができる環境を目指し、介護保
険サービス基盤の整備や行政支援を推進します。

高齢者の自立支援の推進 （１） 高齢者の生きがいづくり

（２） 高齢者在宅福祉対策の推進

（３） 福祉施設の充実

!"高齢者の自立支援の推進!"3　 “子育て・健康・福祉”のまち
基本方針  
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○ボランティアセンターと連携し、ボランティア団体や個人の活動を支援するとともに、積
極的に活用を図ります。
○NPO法人等が行う生きがいサロン事業を支援します。
○那須町生涯学習推進計画に基づき、健康に関する学習会の開催や、高齢者のスポーツク
ラブの育成など、仲間づくりや学習機会への参加を促進します。

（２） 高齢者在宅福祉対策の推進
○地域包括支援センターを中心に、高齢者が安心して地域で暮らせる地域支援活動や介護
予防事業を推進するとともに、地域包括支援センターの機能強化を図ります。
○福祉タクシーや給食サービス等の実施により、高齢者の自立を支援します。
○地域の支え合いの体制づくりを推進し、高齢者が要介護状態になっても住み慣れた地域
で、自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生
活支援が一体的に提供される地域包括ケアの構築を図ります。

（３） 福祉施設の充実
○自宅において介護を受けることが困難な高齢者について、老人ホームや高齢者介護施設
利用を推進します。
○地域密着型サービスの基盤整備として、認知症高齢者グループホームや小規模多機能型
居宅介護事業所等の整備を推進します。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

〈高齢者の生きがいづくり〉

生きがいサロンの支援団体数
ふれあい工房等の登録者数
地域での介護予防教室の開催回数
介護予防サポーター養成講座の参加者数
認知症サポーター養成講座の参加者数

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度単位
団体
人
回
人
人

　　　　3
　　　81
　　246
　　121
　　1,066

　　　　　　　　6
　　100
　　250
　　150
1,200

シルバー人材センター会員 （人）
　　　　　　　クラブ数
　　　　　　　会員数（人）

区　　　分 基準年次／H26年度 目標年次／H32年度
　　　　199

26
917

　　　　230
30

1,200
老人クラブ
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〈介護保険事業指標〉

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・介護予防・日常生活支援サービス事業　【継続】
・「生きがい」づくり推進事業　【継続】

主　体 取り組み内容

行　政

町　民
事業者

・介護予防サポーター養成講座を開催し、地域で活動できる人材を
育成する。
・地域包括支援センターの役割を周知するとともに、総合的な相談
に対応できる体制づくりに努める。
・介護保険サービス提供体制を確保し、利用促進に努める。
・高齢者が自ら地域の社会活動に参加するなど生きがいを持ち続
け、介護予防につなげる。
・地域で高齢者の居場所づくりを進める。
・研修会等をとおして、介護支援専門員の資質向上を図る。

区　　　分 基準年次／H26年度 目標年次／H32年度

26,347
9,327
8,690
4,488
4,202
1,246
14.3
806
229

26,200
8,280
9,900
5,070
4,830
1,500
15.2
950
290

総人口　            　　（人）
40～64歳人口     　  （人）
65歳以上人口合計  　（人）
〈内訳〉　前期高齢者（人）
　　　　　後期高齢者（人）
要支援・要介護者数   （人）
要支援・要介護認定率（％）
在宅サービス受給者数（人）
施設サービス受給者数（人）
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○本町における障害者手帳の所持者は年々増加し、特に加齢に伴う高齢者の障がい者が増
加しています。また、交通事故、労働災害、疾病等により障がい者となる方も増加しています。
○障害者総合支援法においては、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応すると
ともに、障がい者等が自立した日常生活又は、社会生活を営むために必要な障害福祉
サービスや相談支援等が受けられるよう、福祉施設や事業体系の見直しを行いました。
○同法においては、障害福祉計画の作成が義務付けられ、サービスの提供体制を計画的に
整備する仕組みを導入し、障がい者等の地域生活を支援するため関係法律の整備に関す
る法律の施行による利用者負担の見直しや相談支援の充実が図られています。

■ 目標実現に向けて
（１） 相談支援体制の充実
○障がい者が地域の中で自分らしく暮らしていける社会（ノーマライゼーション）を目指し、
自らサービスを選択、利用し、地域での生活を支援するため、県及び社会福祉法人等関
係者の協力のもとに相談支援体制の充実を図ります。
○生きがいと健康づくりを推進するため、障がい者の受け入れの場を提供し、リハビリ、ス
ポーツ、趣味の活動を通じて自立支援を行います。

（２） 就労支援対策の充実
○働く意欲のある障がい者が安心して働けるよう、職業安定所等の関係機関と連携した就
労支援を推進します。
○就労移行支援事業等の推進により、障がい者の福祉施設からの一般就労への移行を進
めるとともに、福祉施設における雇用の場の拡大に努めます。

○障がい者が家族とともに暮らしたり、地域で一人暮らしができるよう、生活環境の改善や、働く意
欲のある障がい者が安心して働けるよう支援するとともに、在宅福祉サービスの充実を図ります。

障がい者の自立支援の推進 （１） 相談支援体制の充実

（２） 就労支援対策の充実

（３） 在宅福祉対策の充実

!"障がい者の自立支援の推進!"3　 “子育て・健康・福祉”のまち
基本方針  
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（３） 在宅福祉対策の充実
○身体上のハンディキャップを補う車椅子、補聴器等の補装具や日常生活を容易にする生
活用具を給付し、生活支援を行います。
○障がい者に対する家庭での介護、家事等の援助を行うヘルパーの派遣や通所による創
作的活動、文化的活動、機能訓練等を行い、自立や生きがいを高めるための支援を行い
ます。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

〈障がい者福祉〉

自立支援協議会の開催回数
障害者優先調達法推進費用

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度単位
回
円

　　　　2
　　　200,000

　　　　　　　　3
　　300,000

身体障害者手帳所持者　 （人）
療育手帳所持者　　　　 （人）
精神保健福祉手帳所持者 （人）

区　　　分 基準年次／H26年度 目標年次／H32年度
　　　　1,151

258
107

　　　　1,200
270
120

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・相談支援事業　【継続】
・地域生活支援事業　【継続】

主　体 取り組み内容

行　政

町　民
事業者

・相談支援体制の充実を図るため、人材育成を推進する。

・研修会等をとおして、相談支援専門員の資質向上を図る。
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○本町の疾病状況は、生活習慣病の増加に伴って、がん・心疾患・脳血管疾患の三大疾病によ
る死亡が全体の３分の２を占めています。その中でも、脳血管疾患・心疾患の死亡率は、全
国・県と比較して高くなっており、これらの疾患に至る肥満・高脂血症・高血圧・糖尿病等の
生活習慣病予防対策が重要性を増しています。

○本町においては、医療機関及び医師数がともに少なく、他市町村の医療機関に依存している
現状があります。

○子どもを安心して産み育てるための対策や、さまざまな疾病に対する早期対応、生活習慣病
にならないための一次予防対策の強化を図る必要があります。
○近年、新型インフルエンザや様々な感染症が発生しており、感染症予防について関係機関と
の緊密な連携が必要となっています。

■ 目標実現に向けて
（１） 健康づくり事業の推進
○町民が主体的に健康づくりに取り組めるよう関係機関と連携し、事業の積極的な展開に
努めます。
○一人ひとりが輝き、皆が笑顔で支えあい、安心して暮らせるまちづくりを目指し、壮年期死
亡の減少、健康寿命の延伸を図るため健康づくりの推進に努めます。

○生涯を通じた健康づくり対策と保健事業の一体的推進を図り、町民自らが健康づくりに
取り組むための支援を行います。

健康づくりの推進 （１） 健康づくり事業の推進

（２） 予防対策の推進

（３） 国民健康保険・高齢者医療対策の充実

（４） 地域医療及び広域医療の充実

!"健康づくりの推進!"3　 “子育て・健康・福祉”のまち
基本方針  
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（２） 予防対策の推進
ア　生活習慣病予防対策
○町民一人ひとりが自分の健康について考えるきっかけとして、検診を有効に活用できるよ
うに、受診率の向上を図ります。
○健診結果をもとに、生活習慣病予防に主体的に取り組めるよう、運動・栄養面の指導を
含めた各種の保健事業を展開します。また、メタボリックシンドローム予防対策の推進、
慢性疾患（高血圧、高血糖、慢性腎臓病等）の重症化予防に努めます。
○がん検診及び精密検査の受診率の向上を図り、疾病の早期発見・早期対応に努めます。
○子どもの頃から自分の健康に関心を持ち、健康づくりに取り組めるよう支援します。
イ　母子保健の推進
○妊婦や家族を対象とした妊娠・出産に関する講義や学級等を開催し、出産に対する家族
の協力体制の強化を図り、安心して出産できる環境の確保に努めます。
○母子健康手帳の交付を受けた妊産婦に対し、疾病の早期発見と治療を促進するため、妊
婦健康診査費の助成を行います。
○訪問、各種乳幼児健診、相談を行い、新生児期から幼児期まで親子の健やかな成長・発
達支援の充実を図ります。
○親子の交流の場を設けるとともに、学校保健事業との連携を図りながら、子どもたちが健
やかに成長できる支援を行います。
ウ　感染症対策の推進
○新型インフルエンザ等さまざまな感染症の発症が想定されるため、県や医療機関との緊
密な連携のもとに継続した感染症対策に取り組みます。
○各種予防接種の有効性と制度や助成内容を周知し、予防接種の啓発活動と接種率の向
上に努めます。
エ　メンタルヘルス対策の推進
○近年、本町においてもうつ病や自殺者が増加していることから、関係機関と連携を図り、
精神保健福祉に関する「こころの健康相談」事業等の推進を図ります。
オ　歯科保健対策の充実
○虫歯や歯周病など歯科疾患は、食生活や社会生活等に支障をきたすことから、幼児期か
らの虫歯予防対策、小学生へのフッ素洗口を実施するとともに、すべての世代に対して、
8020（80歳で歯が20本）活動を推進します。
カ　放射能の健康被害に対する不安の軽減
○放射能による健康被害の不安の軽減のため、各種検査等を実施します。（甲状腺エコー検
査や尿・母乳検査費用の助成、ホールボディカウンタによる人体の内部被ばく検査等）

（３） 国民健康保険・高齢者医療対策の充実
○地域保健医療の基盤である国民健康保険制度に基づき、町民の疾病、負傷、出産、死亡
などの保険事案に対し、医療給付の実施や疾病予防のための保健事業を行います。ま
た、75歳以上の高齢者には、後期高齢者医療制度に基づく医療費の給付や疾病予防事
業を行います。
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（４） 地域医療及び広域医療の充実
○町内医療機関との連携・協力により地域医療の充実に努めます。
○休日及び夜間の急患に対応するため、在宅当番医制度、病院群輪番制及び那須地区夜間
急患診療所を利用し、休日及び夜間の医療体制の充実を図ります。また、無医地区への
巡回診療を推進するとともに、広域医療に関し関係市町及び医療機関と緊密な連携・充
実を図ります。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

健康寿命（男）　※
健康寿命（女）　※
　　　　※指標の出典（県保健福祉部）
特定健康診査   受診率
胃がん検診   受診率
子宮がん検診   受診率
肺がん検診   受診率
乳がん検診   受診率
大腸がん検診   受診率
胃がん検診精密検査受診率
子宮がん検診精密検査受診率
肺がん検診精密検査受診率
乳がん検診精密検査受診率
大腸がん検診精密検査受診率
３歳児健診むし歯の罹患率
予防接種（ＭＲ）接種率

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度単位
歳
歳

％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％

　　　　76.89
82.44

37.8
25.0
13.8
33.0
20.0
33.0
70.5
38.9
63.0
79.9
51.9
38.0
91.6

　　　　　　　　増加
増加

60.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
25.0
95.0

主　体 取り組み内容

行　政

町　民
事業者

・すべての町民が、自分の健康づくりに生かせるよう、健診の機
会を作り、健康管理を図れるような環境づくりを推進する。
・自分の健康状態を知り健康管理に生かすために、積極的に健康診査を
受診し、その結果をもとに健康管理に取り組む。

※胃がん検診精密検査受診率から大腸がん検診精密検査受診率の基準値はH25実績です。



基本方針  
４ “観光・交流・連携”のまち
01　国内外からの誘客促進
02　公共交通の整備
03　地域情報化の推進
04　国際交流の推進
05　道路整備の推進

那須の温泉
（鹿の湯）

恋人の聖地

一般国道 4号
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

○豊かな那須の自然環境を保全するとともに、特色ある観光資源と地域経済が融合した
「観光立町」を目指します。
○那須町観光の拠点となる2つの道の駅について、休憩機能、情報発信機能、地域連携機
能、防災機能を強化し、観光誘客を図ります。
○国内外から訪れる多くの人々をあたたかく迎え、来てよかったと思えるような「おもてなし
観光」を推進します。
○ＳＮＳを始めとする様々な情報ツールを効果的に活用し、観光情報などの発信機能を強
化することにより、観光客の利便性や満足度を高め、観光地としての個性化を図ります。
○広域観光ルートの整備を進めるとともに、外国人観光客の誘致・受け入れ体制の整備を
促進します。

国内外からの誘客促進 （１） 観光資源の保全と活用

（２） 外国人観光客誘致の促進

（３） おもてなし観光の推進

（４） 観光交流拠点の整備促進

（５） 体験観光の充実

（６） 那須のブランディング

（７） 協働の観光地づくり

（８） 地域間交流の拡大

!"国内外からの誘客促進!"4　 “観光・交流・連携”のまち
基本方針  
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○日光国立公園那須地域は、雄大な自然と豊富な観光資源に恵まれ、特に四季を織りなす
自然景観と那須八湯ともいわれる温泉は、高原リゾート地として貴重な資源となってお
り、皇室ファミリーが訪れる、ロイヤルリゾート地としての地域価値が醸成されていま
す。
○地方創生の拠点として期待されている道の駅は、町内に2駅設置されています。
　道の駅「那須高原友愛の森」は、国土交通省の重点「道の駅」に選定され、那須町観光
の玄関口として、またインバウンド観光の拠点として再整備を進めています。
　さらに、道の駅「東山道伊王野」は、平成27年に和食レストラン「あんず館」がオープン
し、地産地消による地域振興の拠点として更なる発展が期待されています。
○2つの道の駅は、平成27年4月に那須町地域防災計画の｢災害対策活動拠点｣と「広域避
難所」に指定され、災害対策における中核的な役割を担う活動拠点として位置づけられ
ています。
○道の駅「那須高原友愛の森」は、平成27年3月に外国人案内所に指定されています。
○冬季の観光客の減少や観光シーズンにおける広谷地交差点付近の渋滞が深刻な問題と
なっています。
○八溝県立自然公園の一部である芦野・伊王野地域は、風情ある田園風景を残しており、
おくのほそ道ルートとしての「遊行柳（国指定名勝）と芦野の里」、また義経伝説の残る
「東山道と伊王野の里」として、歴史的文化遺産等の資源に恵まれています。
○那須町の観光客入込数は年間約470万人で、平成23年の東日本大震災発生後に急激に
落ち込みましたが、徐々に回復基調となっております。しかし、まだ震災以前の入込客数
には達しておりません。
○湯本や那須高原・黒田原・芦野・伊王野地域それぞれの特性や資源を生かした「オンリー
ワン」の魅力創出が必要となっています。

■ 計画の背景

（１） 観光資源の保全と活用
○雄大な茶臼岳を中心とする自然景観・豊富な温泉源や、風情ある田園風景を残す芦野、
伊王野地域の史跡等観光資源の保全を図ります。
○那須町景観計画における景観形成重点地区である那須街道など主要な観光ルートの景
観保護を軸に、住民参加による景観づくりを推進します。
○「那須平成の森」について、関係機関と連携し、秩序ある保全活動を行います。

■ 目標実現に向けて

茶臼岳 岩観音（芦野） 彼岸花（蓑沢）
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（２） 外国人観光客誘致の促進
○外国人観光客の誘客促進を図るため、海外旅行エージェントに対し旅行商品造成の働き
かけを行うほか、通信設備、ガイド、二次交通等の受入体制の整備促進を図ります。
○外国人観光客対応のマップ等情報ツールの整備、案内板の外国語併記を促進することに
よる観光地の国際化を推進するとともに、旅館・ホテル等の外国人受け入れ体制の促進
を図ります。

（３） おもてなし観光の推進
○観光協会や旅館、民宿、ペンション組合等との連携による接遇研修の促進に努め、地域
ぐるみでおもてなし観光を推進し、リピーターに愛される観光地づくりに努めます。
○那須を訪れる観光客が快適に滞在できるよう、公衆トイレのさらなる満足度向上を目指
します。

（４） 観光交流拠点の整備促進
○道の駅「那須高原友愛の森」を那須町観光の玄関口として再整備を行い、那須町全体へ
の観光誘客を進めます。また、外国人案内窓口を充実させ、外国人観光客が那須町観光
を楽しむことができる体制を整えます。
○道の駅「東山道伊王野」において、新たな魅力づくりを行い観光誘客を推進します。
○国・県等の関係機関と連携し、登山道や自然散策路、自然公園施設等の整備を推進しま
す。
○那須温泉の多様な泉質を保全するとともに、温泉を気軽に楽しめる受け入れ態勢を整備
し、歩いて楽しい温泉街の創出を推進します。
○芦野・伊王野地区をエコ・ミュージアム（地域まるごと風土博物館）として位置づけ、地域
資源を掘り起こし、景観形成を図りながら交流人口の増加を目指します。
○公共交通機関と連携し、黒田原地区を芦野・伊王野地区への旅の玄関口として位置づけま
す。

（５） 体験観光の充実
○体験観光プログラムの充実や受け入れ体制を整備し、ガイド・インストラクターの発掘及
び育成を図ります。
○町内のさまざまな観光資源を活用し、地域の特性を生かした体験・滞在型の教育旅行、
ニューツーリズム観光の創出に努め、誘客促進を目指します。

道の駅 那須高原 友愛の森 道の駅 東山道 伊王野
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（６） 那須のブランディング
○観光ニーズの多様化・高度化・広域化に対応するため、SNSや情報メディアを活用し、幅
広い年代層や、多様な観光需要に対応した観光誘客活動を展開し、効果的に那須の魅力
発信を行います。
○海外プロモーション等の強化によるインバウンド誘客を促進します。
○「ペットにやさしい那須」や「リゾートステイウェディング」等のさらなるブランド化を図り
誘客を促進します。
○サイクリングを通じ那須のブランド化を図ります。

（７） 協働の観光地づくり
○観光協会や旅館、民宿、ペンション組合等の組織の充実を図るとともに、地域住民等の
参加による協働の観光地づくりを推進します。

（８） 地域間交流の拡大
○栃木圏域、定住自立圏域、福島県南エリアとの連携を推進します。
○那須高原・黒田原・芦野・伊王野などの町内の観光拠点を結ぶ広域観光周遊ルートの形
成・強化を図ります。
○インバウンド観光推進のため、二次交通の整備充実を図ります。
○旅行エージェントに積極的に働きかけ、新しい旅行商品の開発を促進するとともに、広域
観光交流の拡大を図ります。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

観光客入込数
観光客宿泊数
（うち外国人宿泊数）
道の駅「那須高原友愛の森」入込客数
道の駅「東山道伊王野」入込客数

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度単位
人
人
人
人
人

　　　　4,707,029
1,659,723
（8,147）
684,503
407,415

　　　　　　　　5,500,000
2,000,000
（100,000）
1,100,000
600,000
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○本町の公共交通網は、町民が広範囲に居住していることから、公共交通機関であるＪＲ
や民間バス路線の密度が極めて薄い状況にあります。町内に関係する路線バスについて
は、ＪＲ黒磯駅発の那須湯本路線を除いては運行便数が少なく、利便性の向上に至って
いませんが、沿線の高齢者などの生活の足として欠かせないものとなっています。
○町民の利便性向上を目的として、民間バス路線がない地域について町民バスの運行を
行ってきたところですが、特定地域の路線運行であることから、運行ルートや乗車時間の
工夫を行っています。
○町民が広範囲に居住していることが、本町の大きな特色であることから、デマンド型乗合
交通の運行を行い、既存の交通機関等との連携により利便性向上を図っています。
○観光シーズンにおける那須高原の渋滞解消を図り、観光客の周遊性の向上を推進する必
要があります。
○ＪＲ東北本線は、通勤・通学や日常生活に不可欠な交通手段となっていますが、黒磯駅か
ら以北での接続が少なく、乗り継ぎに不便をきたしています。

■ 目標実現に向けて
（１） 路線バス運行支援と町民バスの運行
○地域の生活の足である民間バス路線について、事業者と連携し、路線維持に努めます。
○町民バスの運行については、既存公共交通機関とのアクセスや通勤通学等の住民ニーズ
を的確に捉え、運行ダイヤの工夫に努めます。

○町民バスをはじめとする交通手段の充実に努めます。
○町民や観光客の利便性向上のため、総合的な交通体系の整備を図ります。

公共交通の整備 （１） 路線バス運行支援と町民バスの運行

（２） デマンド型乗合交通の運行

（３） 那須高原の渋滞対策

（４） ＪＲ宇都宮線の利便性向上への取り組み

!"公共交通の整備!"4　 “観光・交流・連携”のまち
基本方針  
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（２） デマンド型乗合交通の運行
○高齢者などの交通手段の確保を図るため、町内を広範囲にカバーするデマンド型乗合交
通の運行を行うとともに、他の交通機関とのネットワーク整備を進め、更なる利便性向上
を目指します。

（３） 那須高原の渋滞対策
○那須高原の渋滞緩和と、観光客の周遊性向上、環境負荷の軽減を図るため、那須高原
パークアンドバスライド社会実験の結果を踏まえ、交通情報の提供等による渋滞対策を
推進します。

（４） ＪＲ宇都宮線の利便性向上への取り組み
○ＪＲ宇都宮線の白河駅までの延伸要望活動を行い、運行本数の増加による利便性の向上
を目指します。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

デマンド型乗合交通利用者
町民バス利用者（１日平均）

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度単位
人
人

　　　　5,446
30

　　　　　　　　8,000
40

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・公共交通システム構築事業　【継続】
・町民バス運行事業　【継続】

主　体 取り組み内容

行　政
・町全体の公共交通情報（ＪＲ・路線バス等）を発信する。
・町民バス・デマンド型乗合交通等の運行手法改善等により、利便
性の向上を図る。
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○国のＩＴ推進政策の進展により、現在の日本では高度な情報化社会が構築されていま
す。情報通信技術は日進月歩の進展を遂げており、町民の生活や、経済活動において必
要不可欠な基盤となっています。
○地域の情報化については、都市部と地方部に著しい情報格差が生じてきました。
　国は、この解消のため、「デジタルディバイド解消戦略」を掲げ、平成23年3月末までにブ
ロードバンドゼロ地域の解消と、超高速ブロードバンド（光ファイバー）世帯カバー率を
90パーセントとする指標のもと、各種の事業展開を推進し、本町においても、光ファイ
バーによる全町ブロードバンド化が完了したところです。
○本町には、携帯電話不感地帯が数箇所残されています。これについては、光ファイバー網
を有効活用し、携帯電話事業者との協議を積極的に進めていく必要があります。
○居住可能な土地が広範囲に広がる本町においては、観光客を含めた緊急時の情報伝達
の仕組みを検討する必要があります。
○インターネットの普及に伴い利便性が向上した一方で、不正アクセスや情報の漏えい等の
問題が顕著化しており、高度な情報セキュリティの対策が求められています。

■ 目標実現に向けて
（１） 電子自治体構築の推進
○光ファイバー網を有効活用し、町への届出や、公共施設予約システム、防災、福祉施設と
連携した多様なシステム構築に向け、検討を進めます。

○インターネットを活用した電子申請・公共施設の予約・福祉施設との連携を図るシステム
構築を検討し、行政サービスの向上を図ります。
○地理的要因等による情報通信格差の解消を図ります。
○情報伝達システムの導入を図ります。

地域情報化の推進 （１） 電子自治体構築の推進

（２） 情報伝達システムの構築

（３） 情報セキュリティ対策

!"地域情報化の推進!"4　 “観光・交流・連携”のまち
基本方針  
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（２） 情報伝達システムの構築
○携帯電話不感地帯について、携帯電話事業者との協議を進め、不感地帯の解消に努めま
す。
○行政情報や緊急情報等を配信するシステム構築を図ります。

（３） 情報セキュリティ対策
○現行の「情報セキュリティポリシー」を見直し、改定版を平成28年度中に策定します。ま
た、新しい「情報セキュリティポリシー」をもとに職員研修を行い、情報セキュリティに対
する知識や意識の向上を目指します。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

町が整備した光ファイバーを利用した
インターネット加入率

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度単位

％ 　　　　36.76　　　　　　　　70.00

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・電子自治体構築推進事業　【継続】

主　体 取り組み内容

行　政
・光ファイバー網の維持管理を行う。
・光ファイバー網を活用したシステム構築やセキュリティ対策を行う。
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○本町では、中学生を対象にした海外派遣を実施していますが、視野拡大に多くの成果が
得られていることから、事業の継続化を望む声が大きくなっています。また、幅広い年齢
層において、外国人と気軽にコミュニケーションができる環境づくりが望まれています。
○外国人の居住者や外国からの観光客対応も含め、外国語標示による案内板、パンフレッ
ト作成等を交流事業のひとつとして位置づけ、外国人にやさしいまちづくりを展開する必
要があります。

■ 目標実現に向けて
（１） 海外派遣及び交流事業の推進
○中学生を対象にした海外派遣を行い、海外での体験学習を通じて国際的視野を養うとと
もに、受け入れによる相互交流も検討し、将来の町の担い手である子どもたちを育てます。
○女性・青年層の海外派遣支援や、各種事業の展開により、国際交流推進の指導者養成を
行います。

（２） 国際理解促進事業の展開
○公共施設内において、外国人の方にわかりやすい表示や、職員のスキルアップにより、行
政サービスの向上に努めます。
○ＮＰＯ等との連携により町内に居住する外国人との交流を推進し、国際的視野に立った
まちづくりを推進します。
○関係機関等を通じ、観光交流都市や、国際姉妹都市提携に向けた調査研究を行います。

○幅広い年齢層を対象に、海外研修をはじめとする各種事業を通じて国際交流の場を提供
し、外国人との直接交流を中心に国際理解を深めながら、外国人にやさしいまちづくり、
暮らしやすいまちづくりを目指します。
○観光交流都市や姉妹都市締結に向けた調査研究を行います。

国際交流の推進 （１） 海外派遣及び交流事業の推進

（２） 国際理解促進事業の展開

!"国際交流の推進!"4　 “観光・交流・連携”のまち
基本方針  
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〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・中学生海外派遣事業　【継続】
・幼稚園・保育園児とのＡＬＴの交流　【新規】

中学生の海外派遣人数
幼稚園・保育園児とのＡＬＴの交流

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度単位
人
回

　　　　16
0
　　　　　　　　24

各園３回

主　体 取り組み内容

行　政

町　民
事業者

・中学生海外派遣事業を継続し、英語力の向上及び視野拡大につな
げる。
・帰国した中学生が町内の小学校において、自らの体験を発表する
ことにより、小学生への国際理解の促進につなげる。

中学生海外派遣(オーストラリア) 保育園児とのALTの交流
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○本町の道路交通網は、町の中央部を縦貫する東北縦貫自動車道及び一般国道４号、東南
部における一般国道294号を機軸とし、国道を縦横に結ぶ県道と、それらを補完する町
道により道路ネットワークを形成しています。
○東北縦貫自動車道や国道は、流通、観光等の動脈として利用されており、観光シーズンの
交通渋滞や利用者の安全確保の見地から、東北縦貫自動車道の６車線化や国道の整備
改善を引き続き促進していく必要があります。
○県道については、生活道路としてのほか流通、観光としても利用されていることから、利
便性確保を図るため、既存路線の整備改善やバイパスの検討など総合的な対策が求めら
れています。
○町道は、より身近な地域住民の生活道路として利用されており、652路線、延長603km
が縦横に網羅されていますが、通学路の歩道が未整備であることや危険箇所が依然とし
て多くあることから、利用状況に応じた道路改良や局部改良が必要となっております。ま
た、橋梁等の道路施設が急速に老朽化していく中で、メンテナンスサイクル（点検、診断、
措置、記録）を確立し、安全・安心の道路環境の確保が求められています。

○町道整備については、地域の振興・開発・住民の生活道路としての必要性の見地から格
付けを行い、重要度の高い路線から計画的な整備を推進します。
○町道の維持管理については、点検等により的確に状況を把握し、計画的に補修等を行い
ます。
○広域幹線道路である東北縦貫自動車道・国道・県道については、安全で快適な道路環境
を創出するため、道路の拡幅、歩道の整備等を各関係機関に要望していきます。
○近年増加する自然災害に備え、減災の観点から避難所等周辺道路の整備を図ります。
○未登記町道の登記促進により、適切な道路管理を行います。

道路整備の推進 （１） 町道の整備と維持管理

（２） 広域幹線道路の整備

（３） 減災対策

!"道路整備の推進!"4　 “観光・交流・連携”のまち
基本方針  
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■ 目標実現に向けて
（１） 町道の整備と維持管理
○町道は、最も身近な地域住民の生活道路であることから、「那須町道路整備計画」を策
定し、重要度の高い路線から計画的に整備を推進します。
○安全・安心な道路環境を確保するため、「那須町道路修繕計画」を策定し、劣化・損傷の
予測とそれに基づいた修繕等を行い、また、定期的な道路パトロールや道路利用者から
の通報により、損傷等の早期発見、対応を図ることで効率的・合理的な維持管理を推進
します。
○橋梁の延命を図るため、「那須町橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、計画的な保守管理
に努めます。
○未登記路線箇所の解消を図るため、登記等の調査や計画的な測量を行い、適切な道路
管理を推進します。
 
（２） 広域幹線道路の整備
ア　東北縦貫自動車道の整備
○本町内の東北縦貫自動車道は観光シーズンに渋滞し、高速道路として機能を果たせない
状況になっているため、県及び関係市町と連携し、宇都宮インターチェンジ以北の６車線
化の早期実現を要望するとともに、那須高原スマートインターチェンジの利用促進を図り
ます。

イ　国道の整備
○流通社会の発達により、本町内の国道は年々交通量が増加していますが、道路事情が悪
く、交通事故の多発地帯となっているため、安全な道路状況の確保を目指し、次の事項を
国に要望していきます。
　　※一般国道４号黒磯バイパス以北から福島県境間の一部区間の４車線化、道路線形
　　の改良や歩道未整備区間の整備促進
　　※一般国道294号寄居（明神）から福島県境間の改良工事の促進

ウ　県道の整備
○県道は、周辺市町を結ぶアクセス道路として重要な役割を果たしていることから、町内の
未改良路線について早期整備が実現できるよう、関係機関と連携を図りながら県に要望
していきます。
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　　※県道改良早期実現区間
　　　　　〈路線名〉　　　　　　　　　　〈要望事項〉
　　●西那須野・那須線　　　　　筒地地内の早期事業化
　　（都市計画道路３・４・３）
　　●豊原・高久線　　　　　　　高久駅周辺の改良整備
　　●那須・西郷線　　　　　　　大沢地区から綱子地区間の改良整備
　　●大田原・芦野線　　　　　　芦野地内西坂の未整備区間の改良整備
　　●那須高原線　　　　　　　　田代地区から高原地区間の歩道設置及び県営駐車
　　　　　　　　　　　　　　　場から奥那須地区間の改良整備
　　●黒磯・棚倉線　　　　　　　稲沢地内町田から沓掛間及び上郷地内から福島県
　　　　　　　　　　　　　　　境間の改良整備
　　●稲沢・高久線　　　　　　　芦の又地内及び沼野井地内の改良整備
　　●伊王野・白河線　　　　　　大畑地内から福島県境間の改良整備

（３） 減災対策
○当該町道が被災した際、孤立する恐れのある避難所等と幹線道路とを結ぶ町道を選
定し、対策を実施します。
○避難所周辺町道については、主に法面・河川近接箇所、被災の可能性が高い橋梁等
を選定し、対策を実施します。
○災害発生時に円滑な救助・救援活動及び緊急物資の輸送基幹道路となっている東北
縦貫自動車道や国道、県道と本庁舎等の防災拠点を結ぶ減災ネットワーク道路の整
備を要望していきます。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

町道改良済延長
町道改良率
町道舗装済延長
町道舗装率
町道登記済延長
町道登記率

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度単位
ｋｍ
％
ｋｍ
％
ｋｍ
％

　　　　350
58.1
558
92.5
506
84.0

　　　　　　　　355
58.9
560
92.9
511
84.8

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・町道改良事業　【継続】
・町道維持補修事業　【継続】
・町道用地登記促進事業　【継続】



基本方針  
５　しごと・活力”のまち
01　農業の活性化
02　林業の活性化
03　鉱工業の振興
04　商業の活性化
05　勤労者への支援の推進
06　消費者の安全の確保

田植え

木の伐採
（中学生現場視察中）

パン作り体験
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○本町の農業は、首都圏に近接する地理的条件を生かし、山麓地帯に広がる畜産（酪農
等）を主体とした地域と、平坦地に広がる米作を主体とした水田地帯からなっており、野
菜・花きなどの園芸作物も取り入れられています。
○近年、農業をとりまく環境は極めて厳しく、農産物価格の低迷、農業生産資材の高騰、農
業の担い手の減少や、高齢化に伴う耕作放棄地の増加など課題が山積しています。
○今後の農業振興においては、地域の特性を踏まえた米、畜産、花き、野菜等の産地化を
推進するとともに、鳥獣被害対策、土地改良事業の計画的な推進や、畜産経営環境の改
善などの対策が求められています。
○農業体験や、自然とのふれあいを求める都市住民との交流を通じ、農業・農村への理解、
定住化の促進、農村景観の保護整備・農村の活性化が期待されています。

○農業は、本町の重要な基幹産業であり、町の特性を生かした振興と活性化を図ります。
○豊かな自然環境を守りながら、生産基盤の整備を図り、安全・安心な農畜産物の生産拠
点とする産地形成に取り組み、農業生産力を高めます。
○将来にわたる町の農業の担い手を確保するため、意欲ある農業者に対する支援や組織
化・法人化による生産の効率化、農地の流動化等による規模拡大を支援します。
○農畜産物、園芸作物の高品質化やブランド化を進め、販売拠点の整備や流通体系の構築
等を図るとともに６次産業化を支援し、競争力の強化、豊かな農村社会の創出を目指し
ます。
○農業と観光との連携、都市住民との交流により農村地域の活性化を図ります。

農業の活性化 （１） 生産基盤の強化

（２） 産地形成の推進及び競争力の強化

（３） 担い手の育成・確保

（４） 畜産の振興

（５） 農業委員会・農業関係団体との連携

!"農業の活性化!"5　 “しごと・活力”のまち
基本方針  
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■ 目標実現に向けて
（１） 生産基盤の強化
○本町は、広い地域に耕地が散在し、また、中山間地域を多く含むなどの土地条件により、
耕作に非効率な面があることから、ほ場整備の実施等による省力化、低コスト化による
生産性の向上を目指します。
○農道、集落道、農業用用排水路の整備により、農作物の輸送体系と農作業の効率化を進
め、農村地域の生活環境の改善を図ります。

○家畜排せつ物、稲わら等から発生するバイオマスを有効活用する土づくりを通じて、化学
肥料・農薬の使用を減らし、環境負荷の軽減に配慮した環境にやさしい農業を推進しま
す。
○近年増加している有害鳥獣による農作物への被害拡大防止のため、個体数の適正管理と
防護柵等の設置による被害防止対策を推進します。
○農村景観に配慮した生産基盤の整備を推進するとともに、農業農村の有する多面的機能
の維持・発揮を図るための取り組みを推進します。
○農地の適正利用を図るため、農地の集積強化と耕作放棄地の解消について、関係団体と
の連携を図りながら推進します。
 
（２） 産地形成の推進及び競争力の強化
○地域の特性を踏まえ、農協と連携して米、畜産、花き、野菜等の主産地の形成に努めま
す。
○良質米の計画的生産と、転作田を利用した町振興作物、麦、大豆、飼料作物等の生産を
拡大するため、団地化や担い手への農地の集積、水田の高度利用を推進します。
○首都圏農業の確立を目指し、品質・規格の統一や、消費者ニーズに応えられる安全・安心
な作物の生産・産地形成に努めるとともに、農畜産物の高付加価値化や６次産業化を図
り、個性豊かなブランドづくりを推進します。
○農畜産物の地産地消を推進するため、新たな流通体系の構築や、学校給食への活用を促
進し、生産・販売・消費拡大に努めます。
○農業経営体の育成と経営改善を図るための取り組みを支援し、競争力のある収益性の高
い農業の確立を推進します。
○直売所・農村レストランなど、道の駅を中心とした農業と観光の連携、グリーンツーリズム
など都市住民との交流による農村地域の活性化を図ります。

（３） 担い手の育成・確保
○担い手の育成・確保のため農業公社の設立を検討するとともに、農地中間管理機構と連
携し、農地の売買や貸借の促進等により、農業経営の拡大や担い手への農地の集積を進
めます。
○地域農業の発展に資する女性グループや青年農業者、認定農業者組織の能力向上を目的
とした研修活動等を支援します。
○関係機関との連携を図り、農業技術や経営など農地等に関する情報を積極的に提供し
て、青年から中高年までの幅広い新規就農者の確保に取り組みます。
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○離農や高齢化に伴う放出農地の発生や、既存農業者の農地の分散化による非効率化など
から担い手の不足を防ぐため、地域の認定農業者や生涯現役農業者など、主たる担い手
農業者の確保と同時に、継続して再生産活動が行えるよう生産活動を一本化する農地利
用集積プラン（コミュニティビジョン）の策定と実践により、多様な担い手の育成と確保を
推進します。
○地域の水田等を共同で管理する集落営農組織の設立を促進し、農地の集積を進めるとと
もに、組織経営の安定化と次世代への継続性の確保に向けて法人化を促進します。さら
に、地域の農業者だけでは農地の利活用が困難な地域においては、農協などが参画した
営農組織の設立など、効率的な集積方法の検討に取り組みます。

（４） 畜産の振興
○安全・安心な畜産物の安定供給や、ブランド化を図るため、観光業との連携を図り、生
乳、乳製品や那須和牛等の情報発信の充実を図ります。また、高育種価素牛の導入によ
る高品質化を推進します。
○各種法定伝染病などの発生を予防し、飼養農家の家畜損失の防止に努め、安全・安心な
畜産物の生産を支援します。
○資源循環型農業を目指し、耕種農家と連携できる良質な堆肥生産や流通システムの構築
を検討します。
○自給飼料生産体制の強化及び労働力の省力化を図るとともに、飼料用稲栽培の調査研
究や放牧による飼養技術の修得を支援し、畜産経営の安定化を推進します。
○畜産農家における育成部門の預託化を推進するため、共同利用模範牧場の施設整備に
努めます。また、運営に民間の知識を活用した指定管理者制度による経営の効率化を推
進します。

共同利用模範牧場 那須和牛
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〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

農家戸数   
農業従事者数 
農地面積 
        田         
        畑         
１戸あたり農地面積  
認定農業者への農地集積面積 

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度単位
戸
人
ha
ha
ha
ha
ha

　　　　1,592
5,119
4,714
3,110
1,584
2.96
30

　　　　　　　　1,450
5,000
4,710
3,000
1,710
3.25
50

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・農村振興総合整備事業  【継続】
・中山間地域総合整備事業　【継続】
・農山漁村地域整備交付金農地整備事業　【継続】
・県単独農業農村整備事業　【継続】
・地産地消推進事業　【継続】

（基準数値は、農林業センサスを引用）

（５） 農業委員会・農業関係団体との連携
○TＰP（環太平洋戦略的経済連携協定）農業交渉等の農業情勢の変化に対応するため、農
業関係機関・団体との連携を緊密にして本町の農業振興に努めます。
○耕作放棄地を解消し、農地の有効利用を促進するため、農業委員会と連携し、活動の強
化を図ります。
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○本町の面積の約５８パーセントを占める森林は、東部の芦野・伊王野地区と北西部の那
須高原地区に分けられます。
　このうち芦野・伊王野地区は人工林率が高く、本町林業の中心となっており、間伐期及び
主伐期にある人工林が多いことから、計画的な伐採を推進することが課題となっていま
す。また、那須高原地区は天然の広葉樹が多く、自然景観に優れています。
　今後は、町内各地において、針葉樹・広葉樹の適正な分布により、さらに豊かな緑の景観
づくりを推進する必要があります。
○木材価格の低迷などによる先行きの不透明性から、林業経営の意欲が減退しています。
また、林業経営者の高齢化が進んでいることから、後継者の育成と経営の近代化が急務
となっています。
○水源のかん養、土砂災害防止機能などの公益的機能を持つ森林の大切さを伝えるため、
森林・林業に触れる機会を創出し、普及啓発を図る必要があります。
○本町の林業振興事業の中核である那須町森林組合の経営基盤強化支援として、林道、作
業道の維持・整備や積極的な木材需要の掘り起こしを図る必要があります。

○林業生産活動の活性化・生産基盤の整備と近代化を図るとともに、林産物の安定供給を
推進します。
○森林組合の経営基盤の強化を図り、「八溝材」のブランド化を推進し木材需要の拡大に努
めます

林業の活性化 （１） 生産基盤の整備

（２） 木材需要の拡大

（３） 特用林産物の振興

（４） 森林環境の保全と普及啓発

（５） 林業経営への支援

!"林業の活性化!"5　 “しごと・活力”のまち
基本方針  
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（１） 生産基盤の整備
■ 目標実現に向けて

○森林の経済的機能をより高度に発揮させるため、計画的な主間伐を促進します。
○林業就業者減少の中、生産性の向上、省力化、労働強度の軽減等による生産コスト
の低減を図るため、高性能林業機械の導入や森林施業の集約化を促進します。
○若年就業者の確保・育成に努め、林業の活性化を図ります。

（２） 木材需要の拡大
○木造住宅建築を推進し、八溝材需要の拡大を図ります。
○町の財産である町有林からの産材を積極的に利用するなど、公共事業における八溝材の
活用を推進します。

（３） 特用林産物の振興
○特用林産物の安定供給、経営の合理化及び品質の向上により、地域特産物としての販路
拡大に努めます。

（４） 森林環境の保全と普及啓発
○植林・下刈・間伐等の実施により、健全な森林整備を推進します。
○人工林及び天然林の適切な整備・保全を行い、二酸化炭素吸収量の高い森林を育成する
とともに、木質バイオマスの利活用を図り、地球温暖化防止に努めます。
○とちぎの元気な森づくり県民税を原資とする奥山林や里山林の整備、森林環境保全や木
材利用等の普及啓発に取り組みます。
○森林の荒廃を防止するため、治山事業を効率的かつ効果的に取り組みます。

（５） 林業経営への支援
○造林・保育・素材生産等を効率的に実施するため、森林組合に対し作業道整備への支援
を行うとともに、林業の活性化のため林業経営者や関係団体との連携を図ります。

〈施策に関連する成果指標〉

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・とちぎの元気な森づくり事業　【継続】

■ 数値目標

林家戸数
森林面積
蓄　　積

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度単位
戸
ha
千㎥

　　　　1,129
22,124
4,415

　　　　　　　　1,100
22,128
4,459
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○本町の工業は、東北自動車道の開通を機に、精密機械製造の大手企業を誘致するととも
に、東北自動車道那須インターチェンジを生かした「菱喰内工業団地」の整備を図り、積極
的な団地内工場誘致を行いました。
○工業の主な業種は、公害のない内陸型の業種が多く、精密機械製造をはじめ、プラスチック
製品製造、金属加工製品製造、繊維製品製造、木工製品製造となっており、地域経済の発
展や雇用機会の拡大、所得の向上が図られてきました。
○産業構造の変化や長引く景気低迷などにより、新たな工場の誘致が進んでいない状況にあ
ります。また、町内立地企業の中には安い労働力を求め、中国などアジア諸国に工場を移転
するものもあり、グローバル経済の中にあって、町内の工業を取りまく環境は非常に厳しく
なっています。
○本町の鉱業は、地場産業である芦野石の生産が昭和40年代の高度経済成長の波に乗り、
大きな発展を遂げてきましたが、その後は生産額が年々減少し、深刻な状況にあります。

○自然環境の保全や、産業間の調和に配慮した適正な工場立地を推進します。
○地場産業の振興に努めます。
○中小企業の経営基盤強化や経営安定、技術革新、情報化等に対応するための設備の近代化
など各種融資制度の活用による支援を行います。

鉱工業の振興 （１） 工場立地の推進

（２） 地場産業の振興

（３） 中小企業の支援

!"鉱工業の振興!"5　 “しごと・活力”のまち
基本方針  

芦野の石切り場 芦野石
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（３） 中小企業の支援
○中小企業の経営基盤強化や経営安定、技術改革、情報化等に対応する設備の近代化
のため、各種融資制度の活用による支援を行います。また、緊急の経済状況にあっ
ては、低利融資に関する施策を充実させるなど迅速で的確な対応に努めます。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

工業出荷額
工業就業人口

成果指標名

（基準値はH25工業統計調査より）

基準値/H25年度 目標値/H32年度単位
百万円
人
　　　　35,819

1,362
　　　　　　　　40,000

1,500

（１） 工場立地の推進
■ 目標実現に向けて

○地域経済の活性化や、雇用創出を図るため、県関係機関との連携により自然環境の
保全などに配慮した工場の適正立地を推進します。

（２） 地場産業の振興
○芦野石生産などの地場産業の販路拡大を支援し、後継者の確保・育成を図ります。
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○本町の商業を取りまく環境は、消費者ニーズの多様化、交通網の整備による生活圏の広域
化や大型店の出店により大きく変化しています。特に、本町における地元購買率は低く、近
隣市町の大型店舗に流れる傾向が高くなっています。
○本町の商業地は、十分な駐車場や歩道がないため、車を利用した買い物客にとって不便を
きたしています。賑わいと活気に満ちた商店街の再生を目指すためには、道路整備や広場
整備などの基盤整備も必要となっています。
○商店街を含めた地域の活性化を推進するため、商店、商工会、地域団体との相互協力によ
る基盤整備の推進を図るとともに、業態の異なる商業団体や観光業や農業といった産業間
の連携・交流を図る必要があります。
○本町の小規模企業の多くが、高齢化や後継者の問題で廃業等により、店舗数が減少傾向に
あります。
○次代を担う経営者の育成に努めるとともに、町商工会との連携を図りながら、経営指導体
制の強化を促し、商業団体の育成と制度資金の充実、利用促進を図る必要があります。

○地域の特性を生かし、賑わいと活気に満ちた商店街づくりを目指して、商業の環境整備を
図ります。
○異業種間の連携を促進するとともに、認定された「那須ブランド」について、町内外への発
信と販路拡充により、町のイメージアップと地域経済の活性化を推進します。
○地域で生産した食材の利用拡大を図るため、地産地消運動を推進します。

商業の活性化 （１） 商店街の振興

（２） 異業種間の連携と那須ブランドづくり

（３） 地産地消運動の推進

!"商業の活性化!"5　 “しごと・活力”のまち
基本方針  

（４） 創業支援や制度資金の利活用

（５） 商工業団体の強化
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（１） 商店街の振興
■ 目標実現に向けて

○本町の地域の特性を生かしながら、商業者や商店会等との連携のもとに、賑わいのある商
店街の形成・活性化を推進します。
○空き店舗について、商工会や関係団体等と連携を図りながら活用対策を講じます。
○湯本地区については、温泉地という特性を生かしながら、景観に配慮した道路等の基盤整備
を図るなど観光地としての魅力を高め、おもてなしの心あふれた商店街の形成を推進します。
○黒田原地区については、駅や役場、文教施設、金融機関などの公共施設が集積していると
いう特性を生かし、商店街の形成を図るための景観整備や、道路改良、駅前広場整備等の
基盤整備と連携した整備を推進します。
○芦野・伊王野地区においては、豊かな自然と歴史的資源に恵まれた地域特性を生かし、地
域ならではの特産品、新商品の開発に努め、活気あふれる商店街の形成を図ります。

（２）異業種間の連携と那須ブランドづくり
○観光・農業・林業など産業の異なる分野との連携を促し、特産品の研究・開発や販路の拡
大などの商業活動を積極的に支援します。
○「那須ブランド」として認定された優れた地場産品について、経済団体等と連携し、情報発
信と販路拡大に努め、地域経済の活性化を図ります。

（３）地産地消運動の推進
○食の安全への意識が高まる中、地域で生産された食材の利用拡大を図るため、旅館・ホテ
ルをはじめ、小売店、飲食店、食品加工業者との連携による地産地消活動を推進します。
○食材の掘り起こしや、独自の地域メニュー開発により、「那須の食」を発信していきます。

（４）創業支援や制度資金の利活用
○店舗等の近代化、経営の合理化・安定強化を推進するため、創業支援や那須町中小企業
振興資金融資制度の充実を図り、国・県の融資制度や信用保証制度の積極的な利活用を
促進するとともに、緊急経済時における迅速な施策展開を図ります。

（５）商工業団体の強化
○町商工会及び各種商工団体との連携を緊密にし、中小商工業者の経営基盤を強化します。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

商業就業人口
商店数
販売額

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度単位
人
店
百万円

1.362
232

30,422

　　　　　　　　1,500
250

32,000
（基準値はH26商業統計調査より）
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○本町は、那須高原というリゾート観光地の中にあることから、小売業、サービス業を中心
に、事業所数、従事者数とも順調な伸びを示してきました。しかし、観光地という特色から、
季節に応じた短期雇用も少なくありません。
　なお、製造業においては、事業所数、従業者数ともに減少傾向にあり、安定的な雇用の場を
確保する見地からは大きな懸念材料となっています。
○また、一方では職業的自立支援や職場定着のための環境整備も必要とされています。
　さらには、仕事と生活の調和（ワークライフバランス）の推進も課題になっています。
○大企業と比較して、格差の大きい中小企業の福利厚生事業の充実を図るため、勤労者福祉
共済制度への加入促進と支援の充実を図っていく必要があります。

○地域資源を生かした産業の育成を支援するとともに就業の場の確保を図ります。
○勤労者が安心して働ける労働環境の整備や、中小企業の勤労者の福利厚生の充実を図ります。
○地域活力の源となる多様な人材を確保し、定住化を進めるための環境整備を行います。

勤労者への支援の推進 （１） 安定した就業の場の確保と情報提供

（２） 良好な労働環境の整備

（３） 多様な人材の確保

!"勤労者への支援の推進!"5　 “しごと・活力”のまち
基本方針  

（１） 安定した就業の場の確保と情報提供
■ 目標実現に向けて

○地域資源を生かした産業の育成に努めるとともに、企業戦略が一致する企業を中心に
誘致活動を展開します。
○県北産業技術専門校やリゾート観光科がある那須高等学校と連携して人材を育成し、
就業の場の確保を図ります。
○学校・公共職業安定所（ハローワーク）・企業等と連携し、必要な企業の求人情報を
提供するとともに、経済状況により国の政策と連携した就業支援を行います。



ROYAL  RESORT  NASU

95

１
２
３
４
５

８
７
６

資
料
編

序　
論

第
Ⅱ
部 

基
本
計
画

第
Ⅰ
部 

基
本
構
想
１
２
３
４
５

６

１
２
３
４
５

（２） 良好な労働環境の整備
○労働基準監督署等の労働関係機関及び各団体との連携を図り、労働災害の解消に努
め、勤労者が安心して働ける労働環境の整備を図ります。
○各企業の経営者が、勤労者の安全な労働条件の確保に努めるとともに、心身の健康
維持・向上を図るよう指導を行います。
○中小事業者に対して、福利厚生事業の充実を図るため、勤労者福祉共済制度の加入
促進に努めます。

（３） 多様な人材の確保
○地域活力の源となる多様な人材を確保するため、企業誘致活動を背景に、Ｉターン
やＵターン等有能な人材の定住化を推進します。
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○消費者を取り巻く環境は、サービスの多様化・情報化の進展により大きく変化しており、特
に契約に関する事案や、悪質商法等の苦情・相談が増加するなど、消費者をめぐる諸問題
は手口が複雑・巧妙化傾向にあります。
　平成26年度に県内の消費者生活センターに寄せられた相談件数は16,854件に上り、消費
者を取り巻くトラブルが後を絶ちません。
○近年の消費者トラブルの特徴は、携帯電話やインターネットなどの通信手段の普及に伴い、
身に覚えのない請求書や督促状を送りつける架空・不当請求や、特に高齢者を狙った悪徳
商法や契約トラブルが依然として増加しています。
○町民が安全・安心な消費生活を営めるよう相談窓口を設け、相談体制の充実強化を図るとと
もに、消費者がトラブルに巻き込まれないよう的確な情報提供を行っていく必要があります。
○消費者基本法により、消費者行政の方向性が消費者の自立支援に転換されていることか
ら、安全や選択の機会の確保を消費者の権利として位置づけ、意識の啓発に取り組んでい
く必要があります。
○消費者庁では、消費者安全法に基づき、安心して安全に暮らすことができる各種施策が展
開されています。

○消費者がトラブルに巻き込まれないよう情報提供や意識の啓発を推進するとともに、相談
窓口や処理体制の充実を図ります。
○消費者の意向を積極的に汲み上げるため、町民の消費生活、消費者意識等について、実態
把握に努めます。
○環境にやさしい消費生活や循環型社会の実現に向けた取り組みを推進します。

消費者の安全の確保 （１） 啓発事業・情報提供の充実

（２） 相談・苦情処理体制の充実

（３） 消費者団体の育成・活動支援

!"消費者の安全の確保!"5　 “しごと・活力”のまち
基本方針  

（４） 循環型消費社会への取り組み
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（１） 啓発事業・情報提供の充実
■ 目標実現に向けて

○消費者がトラブルに巻き込まれないよう啓発事業を実施するとともに、広報や、ホームペー
ジを通じ、情報提供を行います。
○消費者が自ら知識を身につけ、情報を収集して主体的・合理的な消費行動がとれる「自立
した消費者」の育成を図ります。
○町民の消費生活・消費者意識等について実態把握に努めます。
○学校教育、安心見守りネットワークとの連携を図ります。

（２） 相談・苦情処理体制の充実
○年々増加する相談・苦情等に応じて、消費者を保護するため国民生活センターや県消費生
活センターとの連携を図るとともに、町消費生活センターの処理体制の強化を図ります。

（３） 消費者団体の育成・活動支援
○消費者の自主的な活動を促進するため、消費生活に関する研修会・講習会等への積極的
な参加を促し、消費生活リーダーの育成・活動支援を推進します。

（４） 循環型消費社会への取り組み
○消費者団体と連携し、家庭や職場でのごみの減量化や資源の有効活用について、循環型社
会形成に向けた主体的な取り組みを行います。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

情報提供回数
消費生活センター開設

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度単位
回
日／週

　　　　12
4
　　　　　　　　14

5
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基本方針  
６　“安全・安心”のまち
01　防災対策の推進
02　防犯対策の推進
03　交通安全対策の推進

防犯・防火診断

交通安全

水防訓練
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○全国各地で多発する集中豪雨による土砂災害をはじめ、東日本大震災を機とした地震や放
射能への備えなど、住民の防災意識は非常に高いものとなっており、災害発生時におけるき
め細かな情報の伝達や避難誘導等の防災対策が緊急かつ重要な課題となっています。
○本町の北西部に位置する茶臼岳は、1963年の小爆発を最後に静穏な状態が続いています
が、2014年の御嶽山の噴火を踏まえ、登山者や観光客を含む住民等への火山防災体制の
確立が必要とされています。
○消防団員等の確保や共助による防災体制の確立が必要となっており、消防団の組織強化や
装備の充実、自主防災体制の組織化が課題となっています。

○災害時における情報伝達手段や防災施設の充実を図ります。（公助）
○防災訓練等を通じ、住民等の防災意識の向上を図ります。（自助）
○自主防災体制の組織化等を図り、共助による防災体制の充実を図ります。（共助）

防災対策の推進 （１） 防災体制の強化（公助）

（２） 防災意識の向上（自助）

（３） 地域防災体制の強化（共助）

!"防災対策の推進!"6　 “安全・安心”のまち
基本方針  

（１） 防災体制の強化（公助）
■ 目標実現に向けて

○必要な情報を住民等に迅速かつ的確に提供するため、防災行政無線の整備や那須町安全
安心メール等インターネット環境を活用した防災情報伝達手段の充実を図ります。
○避難行動要支援者の安全な避難を確保するため、見守りネットワークを中心とした、避難誘
導体制の確立を図ります。

（２） 防災意識の向上（自助）
○防災訓練等を通じた防災意識の向上を図ります。
○災害に適切に対応する能力の基礎を培うため、児童生徒等の発達の段階を考慮した、学校
の教育活動全体を通じた防災教育の充実を図ります。
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（３） 地域防災体制の強化（共助）
○消防団員や婦人防火クラブの人員確保を図るとともに、消防団施設や装備等を計画的に
整備・更新を図ります。
○地域防災体制の充実のため、自主防災体制の組織化を図るとともに、消火栓や防火水槽
等の地域防災施設を計画的に整備します。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・防災体制強化事業　【継続】

主　体 取り組み内容

行　政

町　民
事業者

・防災情報伝達手段の充実を図る。
・避難行動要支援者の安全避難を確保するため、見守りネットワー
クを中心とした、避難誘導体制の充実を図る。
・防災訓練等を通じた防災意識の向上を図る。
・学校の教育活動全体を通じた防災教育の充実を図る。
・消防団員や婦人防火クラブの人員確保を図るとともに、消防団施
設や装備等を計画的に整備・更新を図る。
・地域における消防防災体制の充実のため消火栓や防火水槽等を計
画的に整備する。
・一人ひとりが防災意識を持ち、最悪の事態に備える。
・消防団や婦人防火クラブの活動に協力するとともに、自主防災組織
を立ち上げ、共助による防災体制の組織化を図る。

那須町安全安心メール登録者数
防災訓練等開催数
自主防災組織数

単位
人
回
団体

　　　　1,200
3
1

　　　　　　　　10,000
4
90
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○近年の傾向として、悪質商法による被害者が増加しており、特に高齢者が犯罪に巻き込ま
れないような体制づくりが急務となっています。
○犯罪は未然に防ぐことが大切であることから、情報の提供や、家庭、地域、学校、警察、行政
が連携し、地域ぐるみの犯罪防止体制の整備が必要となっています。

○町民等が安心して暮らせるよう、防犯対策の充実に努めます。

防犯対策の推進 （１） 生活安全対策の充実

!"防犯対策の推進!"6　 “安全・安心”のまち
基本方針  

（１） 生活安全対策の充実
■ 目標実現に向けて

○犯罪のないまちづくりを推進するため、地域、職場、各種関係団体の相互協力を強化し、地
域ぐるみの犯罪防犯体制を整備します。
○「社会を明るくする運動」をはじめとする犯罪予防運動や防犯に関する普及啓発活動を実
施し、自主防犯活動の推進や青少年の非行防止活動等に努めます。
○犯罪発生状況の情報提供をはじめ、防犯灯の設置や防犯カメラ等の整備を推進し、犯罪を
未然に防ぐ環境を整備します。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・防犯対策事業　【継続】

刑法犯認知件数
単位
件 　　182　　　　　　　　0
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＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝
主　体 取り組み内容

行　政

町　民
事業者

・地域ぐるみの防犯体制を整備する。
・「社会を明るくする運動」をはじめとする犯罪予防運動や、防犯に
関する普及啓発活動を実施し、自主防犯活動の推進や青少年の非
行防止活動等に努める。
・犯罪発生状況の情報提供をはじめ、防犯灯の設置、防犯カメラ等
の整備を推進し、犯罪を未然に防ぐ体制を整備する。

・犯罪の発生状況や傾向を理解し、常に「犯罪に巻き込まれない」と
いう意識を持ち、犯罪に遭わないよう努める。
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○子どもが事故にあう確率は、他の年齢層に比べると非常に高く、大人と違い視野が低く狭
いため、飛び出し等による事故が発生しています。
○高齢化社会の進展に伴い、高齢者が関わる交通事故の割合が高い状況となっており、交通
安全対策が重要な課題となっています。

○町民の交通安全におけるモラルやマナーの向上を図るため、交通安全教育や啓発活動を推
進します。
○通学路や危険個所に交通安全施設を整備し、安全な道路交通環境の向上に努めます。

交通安全対策の推進 （１） 交通安全教育・啓発活動の推進

（２） 交通安全施設の整備

!"交通安全対策の推進!"6　 “安全・安心”のまち
基本方針  

（１） 交通安全教育・啓発活動の推進
■ 目標実現に向けて

○子どもや高齢者自身の交通安全意識の高揚と他の世代の保護意識の醸成を図るため、交
通安全教育や啓発活動を実施します。
○登校時の安全を確保するため、危険個所に交通指導員の配置を推進し、交通安全の強化を
図ります。
○幼児（保護者を含む）や高齢者に対する交通安全教育を推進します。

（２） 交通安全施設の整備
○通学路や危険個所にカーブミラー、看板、歩車道表示、信号機などを設置し、安心して通行
できる道路交通環境の整備に努め、交通事故を未然に防止します。
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〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・交通安全啓発事業　【継続】
・交通安全施設整備事業　【継続】

主　体 取り組み内容

行　政

町　民
事業者

・町民の交通安全に対する意識を高めるため、交通安全教育や啓発
活動を実施する。
・登校時の安全を確保するため、危険個所に交通指導員の配置を推
進し、交通安全の強化を図る。
・幼児（保護者を含む）や高齢者に対する交通安全教育を推進す
る。
・通学路や危険個所にカーブミラー、看板、歩車道表示、信号機など
を設置し、交通安全施設の整備を推進する。
・子どもや高齢者の行動特性（運動能力、運転特性）等を理解して、
運転中、子どもや高齢者を見かけたら、減速、徐行、一時停止する
など思いやりのある運転を心掛け、地域ぐるみで保護意識の醸成
に努める。
・交通事故に遭いそうな危険な歩行者や自転車利用者を見たら、１１
０番通報するなど適切な保護・誘導活動等を行い、被害を未然に
防止する。
・「子どもや高齢者に優しい３Ｓ運動(※)」の実行に努め、子どもや高
齢者等に対する「思いやりのある運転」を励行する。
※３Ｓ運動とは、SEE(見る・発見する)・SLOW(減速する）・STOP(止
まる)の頭文字で、運転者や自転車利用者に対して呼びかけ、運転
者自身の交通安全意識を高めていく運動。

交通事故件数
死亡事故件数

単位
件
件

　　　　72
2
　　　　　　　0

0
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基本方針  
７ “教育・文化・スポーツ”のまち
01　那須の人づくりの推進
02　男女共同参画の推進
03　青少年の健全育成の推進
04　幼児教育環境の充実
05　学校教育環境の充実
06　特別支援教育の充実
07　地域文化の育成
08　スポーツ・レクリエーションの推進

三本槍での
中学生他町村交流

全日本
自転車競技大会

半俵の寒念仏
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○本町の推進する生涯学習は、「まちづくり・人づくり」の目標に向けて、町民とともに実践活
動を高めていくものです。
　町民はそれぞれの生活の中で、自分の目標を持ち、その達成に努力しながら、「生きがい」の
ある「豊かな人生」を送りたいという願いを持っています。
○生涯学習の活動は、このような町民一人ひとりの願いをそれぞれが実現するために行う、す
べての行為であるといえます。そのため、各分野の学習活動において誰でも参加でき、学ん
だ成果が地域社会に還元されることが理想です。
○そのためには、町民と行政、教育機関が一体となって、適切な指導者の養成・確保をはじ
め、高度化・多様化した学習ニーズに対応できる情報の提供及び相談体制の整備を図る必
要があります。

○町民の多様な学習ニーズに応え、生涯にわたり「いつでも・どこでも・だれでも」学習でき、
学んだことを地域社会で活用できるような「生涯学習のまちづくり」を実現するため、学習
活動の支援や指導者の育成に努め、情報提供・相談体制の整備・充実を図ります。
○生涯学習関連施設では、学習活動の成果を発揮できる機会・場の提供を行うとともに、学
習活動の拠点となるよう資料・情報等の充実を図り、利用促進に努めます。
○家庭教育の充実や、結婚活動に対する支援を推進します。

那須の人づくりの推進 （１） 生涯学習推進体制の充実

（２） 学習機会の充実と情報の提供

（３） 学校教育との連携

（４） 生涯学習関連施設の充実

（５） 家庭教育への支援

（６） 結婚活動への支援

!"那須の人づくりの推進!"7　 “教育・文化・スポーツ”のまち
基本方針  
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○近年、未婚率の上昇や晩婚化の傾向が顕著となっています。栃木県の調査によれば、昭
和60年から平成２２年の2５年間で、25歳から29歳までの県内女性の未婚率は、27パー
セントから5７パーセントに、30歳から34歳までの男性未婚率は27パーセントから4７
パーセントになるなど大きな数値の変化が見られます。
　この問題は、次代のまちづくりや、地場産業の後継者確保面からも課題となっています。

（１） 生涯学習推進体制の充実
○生涯学習推進本部と生涯学習推進協議会の連携により、町民のニーズに対応する施策の
総合的・効果的な推進を図るとともに、生涯学習の拠点となる教育・文化関連施設の連
携体制を整えます。
○町民が学習したことを地域社会で生かせる生涯学習ボランティアの育成や地域における
指導者の確保に努めます。

（２） 学習機会の充実と情報の提供
○少子高齢化・情報化・国際化・環境・福祉・人権など多岐にわたるテーマに対応した学習
講座等の開催を推進します。
○町の広報紙やホームページ・公民館だより・コミュニティカレンダー等により積極的な情
報発信に努め、町民の生涯学習への理解と関心を深めるとともに、活躍の場を提供して
いきます。

（３） 学校教育との連携
○那須町版コミュニティスクールを全校に設置することにより、学校・家庭・地域の連携を
深め、「地域とともにある学校づくり」に努め、生涯学習・文化振興・スポーツ振興の推進
を図ります。

（４） 生涯学習関連施設の充実
ア　公民館の充実
○生涯学習推進の見地から、公民館活動を充実させ、町民ニーズをベースとした学級・教室
を開催します。

○4公民館共催事業など各公民館相互の連携を図り、地域に根ざした学習活動の充実を図ります。
○学校との連携を図った事業や子どもを対象とした講座や教室の充実に努めます。
○生涯学習の地域の拠点としての役割を果すとともに、利用しやすい環境整備に努めます。

イ　図書館の充実
○情報提供と視聴覚ソフトの充実を図り、利用者へのサービス向上に努めます。
○図書の団体一括貸出し事業を充実し、学校図書館との連携を図ります。
○赤ちゃんタイムや飲食タイムを周知し、サービス向上に努めます。
○那須町子どもの読書活動推進計画（第一期）に基づき、子どもの読書環境の整備に努め
るとともに、子どもの読書活動を推進していきます。
○図書館利用者の利便性を重視した施設・設備の充実を図ります。

■ 目標実現に向けて
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ウ　文化センターの充実
○子どもから高齢者まで幅広い年齢層に応じた音楽、演劇など優れた芸術文化を提供する
とともに、町内の文化活動団体、サークルなどの育成、支援を推進します。

○団体、サークルが活発に活動できるよう、補完施設についても整備します。

（5） 家庭教育への支援
○家庭、学校、地域社会が一体となり、心豊かな思いやりのある子どもの育成を目指し、親
学習プログラムの提供を図ります。

（6） 結婚活動への支援
○近年、さまざまなライフスタイルと意識の変化により、未婚者が増加しています。
　一方で、結婚願望を持つ若者も多く存在していることから、出会いの場づくりやライフプ
ランに関するセミナーを開催するなど、多面的な施策により結婚への支援を展開していき
ます。
○結婚サポーターとの連携を密にし、結婚への支援を充実させます。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・親学習プログラム出前講座　【継続】
・出会い応援事業　【継続】

主　体 取り組み内容

行　政

町　民
事業者

・生涯学習社会の実現のため、町民のニーズを的確に捉え、情報の
提供を図るとともに町民の要望に応えられるような教室や講座の
開設を行う。
・町民が様々な教室や講座に参加するとともに、図書館や文化セン
ター等の生涯学習施設の活用を通して生涯にわたっての「学び」を
続ける。

親学習プログラムの実施数
出会い応援事業におけるカップル成立数

単位
回
組

　　　　18
2

　　　　　　　　　　　30
10
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○町民一人ひとりが生き生きと充実した生活を営むためには、男女が家庭生活、職場、地域活
動にともに参画し、喜びと責任を分かち合う男女共同参画社会を実現することが不可欠で
す。
○女性の社会参加を促進するため、リーダー養成講座及び研修を行うとともに、「みんなの集
い」、公民館の女性学級、趣味の教室を開催しています。
　今後も男女共同参画社会の発展に向け、働く女性のための環境整備、家庭生活と福祉の向
上、母性の尊重と健康増進、子育て中の女性が社会参加できるような社会環境の整備が求
められています。

○男女共同参画社会の発展に向けて、女性の社会参加活動の支援を行います。
○女性の子育て支援を充実させ、社会参加しやすい環境づくりを進めます。

男女共同参画の推進 （１） 男女共同参画の推進

（２） 社会参加活動への支援

!"男女共同参画の推進!"7　 “教育・文化・スポーツ”のまち
基本方針  

（１） 男女共同参画の推進
■ 目標実現に向けて

○町内の女性団体が結集した那須町女性団体連絡協議会「さわやかネットワーク那須」を中
心として、各種団体が連携・協力し、男女共同参画社会の発展に向けた事業及び研修会を
開催するとともに、自主的な社会活動を支援します。
○男性の育児参加を促進するための講座や教室、講演会等を開催することによって男女共同
参画社会の実現をめざします。

（２） 社会参加活動への支援
○リーダー養成講座等を通じて、女性指導者の養成を図るとともに、町の各種委員会・審議
会に女性を登用し、社会参加活動を促進します。
○子育て中の女性に対して、学級・講座において託児を充実させ、社会参加活動を支援しま
す。
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〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・みんなの集い　【継続】

主　体 取り組み内容

行　政

町　民
事業者

・各役職への積極的な女性の登用や女性団体の育成を図るとともに
女性団体が自立して活動できるよう支援を行う。
・女性向け教室や講座への積極的な参加及びリーダー研修・指導者
研修を終了した方を中心に、新たな女性団体の立ち上げと自立を
目指す。

地方自治法に基づく審議会等の
　　　　　　　　　女性の登用割合

単位

％ 20.6 30.0
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○近年の社会の構造の複雑化・生活様式の多様化に伴い社会的連帯感が希薄となっており、
生涯学習を通じた豊かな人間性と健やかな心身の育成がますます重要になってきています。
○青少年を取りまく環境は、情報化社会の進展や、社会の大きな変貌が、個々の意識にさまざ
まな変化をもたらしていることから、家庭・学校・職場・地域が連帯協力し、一体となって健
全育成への施策を推進する必要があります。

○青少年の健全育成を推進するため、家庭、学校、職場、地域が一体となった取り組みを推
進します。
○子ども会活動やジュニアリーダースクラブ等の活動をとおして青少年のリーダーを育成し、
将来の町の担い手となる指導者を養成します。

青少年の健全育成の推進 （１） 青少年健全育成の推進

（２） 指導者・団体の育成

!"青少年の健全育成の推進!"7　 “教育・文化・スポーツ”のまち
基本方針  

（１） 青少年健全育成の推進
■ 目標実現に向けて

○心豊かでたくましい青少年を育むために、家庭、学校、職場、地域社会及び関係団体・行政
が協働で青少年育成事業を実施します。
○「子どもフェスティバル」が、子どもによる子どものための活動になるよう支援していくととも
に、世代を超えた交流につながるよう努めます。
○子どもたちの教育や健全な育成並びに地域住民の連帯感の高揚を図るため、「和い輪い学
習フォーラム」を開催するとともに、「家庭の日」の普及啓発に努め、明るい家庭づくりを推
進します。
○県や警察署、青少年育成指導員、地区推進員と緊密な連携を図り、青少年の非行防止に努
めます。
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（２） 指導者・団体の育成
○青少年リーダー・青少年指導者を育成するため、各種講座・研修会を開催するとともに、
青少年の指導者育成事業への参加を促進します。
○会員数の減少により活動が停滞している、子ども会育成会の活動を支援し、地域活動の
環を広げ、子どもたちの社会性を培うとともに、明るくたくましい子どもの育成を図りま
す。
○少子化や参加者の減少に伴う各スポーツ少年団等のあり方を検討するとともに指導者の
育成を図ります。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・子どもフェスティバル　【継続】
・和い輪い学習フォーラム　【継続】

主　体 取り組み内容

行　政

町　民
事業者

・青少年の健全育成に向け、環境整備に努めるとともに青少年が参
加する体験活動や教室・講座等を開催する。
・青少年が地域で活躍する場を提供するなど、地域の教育力を生か
した青少年の健全育成を図る。

ジュニアリーダースクラブ員数
単位子ども会育成会数

単位
人
　
　　　　　　　32

　　108
　　　　　　　　　　　　　　50

　　　60
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○幼児期は心身の発達が著しく、成長過程において人間形成の基礎が培われる最も重要な時
期であることから、家庭との連携を緊密にし、幼稚園・保育園などでの集団生活を通して自己
形成を図っていくことが必要です。

○本町においては、私立認定こども園と私立幼稚園が各１園、町立保育園が7園あり、町外幼
稚園・保育園等も含めると、３歳児以上の幼児においては約９５％が幼稚園・保育園等に入
園しています。これらの現状から、幼稚園・保育園等の役割は大きく、園児に良好な教育・保
育環境を提供するとともに、保護者の負担軽減を図るため、私立幼稚園等に対して助成を行
う必要があります。
○子どもたちが伸び伸びと教育が受けられるよう、幼稚園・保育園・小学校の相互の連携を一
層深め、学校教育への接続が円滑に進むよう、子どもの成長過程の連続性を重視した幼児
期の教育・保育環境の整備に努める必要があります。

○すべての子どもに質の高い教育・保育を提供するには、それに携わる教職員等の資質の向上
を図るなど、人材の確保・育成に努める必要があります。
○発達に課題のある幼児に対し、生活や学習上の困難を改善するため、福祉や健康などに関す
る部署と連携し、適切な支援を行えるよう、体制の整備に努める必要があります。

○少子化における子育てが、より充実した教育環境の中で行われるよう支援するとともに、
教職員及び保育士の研修機会を適切に設け、教職員等一人ひとりの指導力及び資質向上
に努め、幼児が伸び伸びと健やかに成長できる幼児教育環境の整備を推進します。

幼児教育環境の充実 （１） 幼児教育の充実

（２） 幼稚園・保育園・小学校の連携

（３） 教育・保育の質の向上

!"幼児教育環境の充実!"7　 “教育・文化・スポーツ”のまち
基本方針  
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■ 目標実現に向けて
（１） 幼児教育の充実
○幼児教育の充実を図るため町内私立幼稚園等との相互連絡を密にし、あわせて保護者の
ニーズを取り入れるとともに保育料等の負担軽減策による子育て環境の整備に努めま
す。
○幼保一体化の見地から幼稚園・保育園等が緊密に連携し、子育て支援の各種事業の充実
を図り、幼児を対象とした教育の向上に努めます。
○保護者の経済的負担の軽減を図るため、第３子以降の幼稚園児に係る保育料の無料化
を行うとともに、幼稚園の運営を支援するため、園児の健康診断費助成、特別支援サ
ポート事業を継続して実施します。
○子ども・子育て支援新制度施行に伴い、幼稚園が認定こども園に移行する際は、施設の
円滑な移行を支援していきます。
 
（２） 幼稚園・保育園・小学校の連携
○園児・児童指導の充実を図るため、幼稚園・保育園・小学校との連携により情報の共有を
図り、幼児個々の状態に応じた指導体制を確立します。
○幼保小のなめらかな接続のため、指導法を学び合う研修の場を設け、発達段階を踏まえ
た関わり方等を各学校現場での指導に活かしていきます。

（３） 教育・保育の質の向上
○教職員等が、子どもの状況に応じた教育・保育を提供する意義や課題を共有できるよう
に、合同研修等を開催し資質の向上を図ります。
○認定こども園の普及促進にあたり、その担い手となる人材の確保・育成のため、幼稚園教
諭と保育士の両方の資格取得促進に向けて支援を行います。
○発達の状況や家庭環境等から、特に配慮を要する子どもについては、一人ひとりの状況を
的確に把握し、適切な教育・保育が提供されるように専門機関等との連携を強化すると
ともに、特別支援教育研修などを通じて教職員等のスキルの向上を図ります。
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〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・幼保小連絡協議会研修会　【継続】
・指導研修会の開催　【新規】

主　体 取り組み内容

行　政 ・こども未来課と学校教育課が連携し、発達段階に応じた適切な支
援を行い、幼保小のなめらかな接続体制を確立する。

特別支援サポート事業
幼稚園における特別事業等
　・一時預かり保育事業
幼保小連絡協議会研修会の開催
指導研修会の開催

単位
箇所

箇所
回
回

　　　　2

2
3
0

　　　　2

2
3
3
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○社会生活の多様化による家庭環境の変化から、地域社会及び家庭における教育力が低下
し、児童生徒の様々な問題行動が増加傾向にあります。
　これらを解決するため、不登校対策や学校全体の指導体制の整備・充実を図る必要があります。
○少子化による学校の小規模化に係る問題点をふまえ、児童・生徒のより良い教育環境を創
出するため、学校の適正配置計画を推進してきましたが、今後は学校統廃合後の学校経営
及び地域の活性化を円滑に進める必要があります。

○学校給食については自校給食を実施しており、児童生徒の学校生活を豊かにし、心身の健全
な発達に寄与してきました。今後とも食材の地産地消など、より望ましい学校給食のあり方
を研究するとともに、給食関連施設の充実を図る必要があります。
○今後の国際化社会に対応するため、国際理解教育の更なる充実を図る必要があります。
○屋内運動場等の体育施設や余裕教室を地域に開放し、生涯学習や福祉分野などへの有効
利用を積極的に進める必要があります。

○近年における社会環境の変化は子どもたちの成育環境にも影響を与えています。そのような
状況の中、主体的に変化に対応する力と挑戦する態度を育てることが求められています。

○人間尊重の教育を基盤に、次代を担う人材として心身とも健やかで実践力のある児童生徒
の育成を目指し、教育環境の整備や児童生徒の指導体制、教育内容の充実に努めます。
○学校と家庭、学校と地域との連携を強化し、子どもたちが多様な人と関わりながら豊かな
体験を蓄積し、「生きる力」の醸成とともに基礎学力と健康な体力を身につけて成長してい
く環境づくりを推進します。

学校教育環境の充実 （１） 教育環境の整備充実

（２） 指導・相談体制の強化

（３） 教育内容の充実

（４） 学校・地域との連携

（５） 小中学校適正配置計画の推進

!"学校教育環境の充実!"7　 “教育・文化・スポーツ”のまち
基本方針  
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■ 目標実現に向けて
（１） 教育環境の整備充実
ア  学校施設の整備充実
○校務支援システムの導入による管理体制の構築及び事務処理を円滑に実施するため、校内
外のＬＡＮ等の整備を推進します。
○児童生徒の健康と体力を増進するため、体育施設の整備充実を推進します。
イ  学校図書室の充実
○学校図書室の整備充実を図り、児童生徒の主体的・意欲的な読書活動を促進します。
ウ  学校給食の充実
○自校給食による地域に密着した安全でおいしい学校給食を継続するとともに、食育の啓発
活動を推進します。
エ  遠距離通学及び安全安心児童生徒対策
○遠距離通学児童生徒に対し、遠距離及び安全安心通学費補助事業により、保護者負担の
軽減を図ります。
○小中学校の適正配置にあわせた、スクールバスの運行ルートの見直し等により、送迎の効
率化を図ります。
オ  通学路の安全対策
○教育委員会及び関係機関による通学路の合同点検を実施し、登下校時における児童生徒
の安全確保を図リます。
カ  防災教育の推進
○防災教育カリキュラムに基づく指導により、学校における安全教育の一層の推進を図ります。
 
（２） 指導・相談体制の強化
ア  教職員の指導力向上を目指した研修等の充実
○教職員の指導技術向上や学習指導・児童生徒指導等に関わる効果的な研修を計画的に実
施し、教職員の質の向上を図ります。
○児童生徒の郷土愛を育むため、町の特色・魅力について継続的な研修を行います。
イ  学びの質を高めるための指導の充実
○個に応じた学習指導の充実を図るため、関係機関との連携事業を推進し、学びの質を高め
るための指導体制の充実を図ります。
ウ  児童生徒指導の推進・充実
○問題行動対応対策チームや、いじめ、不登校対策チームなど、学校ごとにプロジェクトチー
ムを組織するとともに、問題が発生した際に迅速に対応できるよう機能的な児童生徒指導
を目指します。
○いじめ防止基本方針に基づいた、いじめ防止等のための対策を推進します。
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エ   教育相談体制の強化
○相談体制の充実と機能充実を目指し、専門職及び専門性の高い相談員の常勤化、教育相
談室と学校、家庭及び関係機関との連携強化を図ります。
○適応指導教室における指導の充実を図り、ひきこもりや不登校児童生徒及び保護者に対
し、学校復帰を目指した効果的な対応を行います。
○指導助手や心の教室相談員を小中学校に配置するとともに、家庭や地域の協力を得なが
ら子どもたちが生き生きと学べる教育環境の整備を推進します。

（３） 教育内容の充実
ア  情報教育の推進
○各学校に配置された児童生徒用パソコンの有効活用を図るとともに、ICT活用力を高める
ために電子黒板、タブレット等を活用した情報教育を推進します。
○情報教育を通じ、ネット犯罪に巻き込まれない教育の推進を図ります。
イ  国際理解教育の推進
○英語指導助手（ＡＬＴ）の配置や、中学校生徒の海外交流事業を推進します。
ウ  人権教育の推進
○人権教育・生命尊重・情操教育の重要性を認識し、教職員の資質向上や家庭や地域社会へ
の啓発活動を行います。
エ  環境教育の推進
○学校ごとに、環境をテーマとする活動を行い、ごみの減量化、地球温暖化等、児童生徒の
発達段階に応じた問題解決学習を推進します。
○学校行事の中に自然体験学習や環境保護に関する活動等を取り入れ、那須の自然の大切
さを学習する取り組みを推進します。
オ  特色ある学校経営の推進
○学校ごとの目標を設定し、基礎学力の向上や、豊かな心をもった児童・生徒の育成に努めます。
○農業体験や、町の歴史、産業、自然、文化を知る学習を推進します。
カ  キャリア教育の推進
○子どもたちの将来の自立に必要となる、人間関係、情報活用、将来設計能力等、発達の段
階に応じて身につけさせる教育を推進します。
  （自然体験、異年齢集団活動、インターネット等活用情報学習、職場体験等）
キ  小・中一貫「人間関係プログラム」の展開
○子どもたちが、人と接する際に必要な姿勢、態度、感情のコントロールの仕方、相手の感情
の読み取り方などについて、楽しく学び、日頃の授業や行事などをはじめとする直接体験の
場での定着を図ります。
ク  平和教育の推進
○子どもたちが、平和の大切さと命の尊さをより一層認識するための、平和教育を推進します。
ケ  高等教育への支援
○学習意欲を持ちながら経済的な理由により就学困難な生徒に対し、奨学金制度を活用し
た町の将来を担う優秀な人材を育成する支援を行います。
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（４） 学校・地域との連携
ア  学校・家庭・地域の連携
○児童生徒の育成を目指し、学校・家庭・地域が一体となったコミュニティスクールの設置
により、地域の子は地域で育てる気運を盛り上げるとともに、地域行事への積極的な参
加を支援します。
イ  社会体験学習の推進
○中学2年生を対象にした社会体験学習（マイ・チャレンジ事業）を学校・家庭・地域社会・
関連機関が連携を図り推進します。
ウ  地域ぐるみによる児童生徒の安全確保
○学校安全管理体制を強化し、防犯機器及び緊急時の連絡・通報システムの導入や整備を
図ります。
○防犯ブザーやステッカーの普及、「子どもを守る家」の拡充協力や情報伝達等の調査研
究を進め、総合的な児童生徒の安全対策を推進します。

（５）小中学校適正配置計画の推進
○子どもたちにとってより良い教育環境を提供するための学校適正配置計画を推進します。
○学校統合後の学校を核としたコミュニティスクールを充実させ、学校と地域が協働し、子
どもたちの育成と地域の活性化に向けた環境づくりを進めていきます。
○拠点校の学校施設の整備充実を図ります。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

成果指標名

※小中学校数については、那須町学校適正配置計画による。

基準値/H26年度 目標値/H32年度

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝
主　体 取り組み内容

行　政 ・小中学校の適正配置により、児童生徒のより良い教育環境を提供
する。

コミュニティスクール設置数
小学校数
中学校数（公立）

単位
校
校
校

　　　　　　　4
10
4

　　　　　　　　　　　　　　8
　　　6

2
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○本町では、小中学校に特別支援学級を設置し、支援を要する児童生徒の教育にあたってい
ます。また、県北地域に那須特別支援学校が設置されており、地域の特別支援の拠点校とし
ての役割を担っています。
○児童生徒の適正な就学を図るため、教育支援委員会を設置していますが、今後とも委員会
の充実を図り、対象児童生徒への指導体制の充実に努める必要があります。
○特別支援教育に対する保護者や住民のニーズを理解し、支援を要する児童生徒の能力に応
じた適切な教育を行うことにより、児童生徒が障がいを乗り越え、社会の一員として自立で
きるよう特別支援教育の整備充実を図る必要があります。

○特別支援の必要のある児童生徒が、将来社会人として自立できるよう、学校内での支援体
制の充実を図るとともに、施設及び教材備品など教育環境の充実を図ります。
○さまざまな障がいの程度に応じた支援を提供できるよう、指導内容の充実に努めます。

特別支援教育の充実 （１） 特別支援教育推進体制の整備

（２） 教職員の確保と教育施設の整備

（３） 指導内容の改善充実

!"特別支援教育の充実!"7　 “教育・文化・スポーツ”のまち
基本方針  

（１） 特別支援教育推進体制の整備
■ 目標実現に向けて

○教育支援委員会、教育相談室の充実を図り、保護者の理解を得ながら適切な教育支援の
推進を図ります。
○幼稚園・保育園等と連携し、特別支援の必要な幼児の早期発見に努めます。また、その対応のた
め、家庭・学校・教育相談室・児童相談所・特別支援学校・医療機関等との連携を図ります。
○那須町特別支援教育推進計画の推進により、関係機関が連携した相談・支援体制の充実を
図ります。
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○専門家チームが小・中学校を訪問し、校内支援体制を構築するための支援を行う、特別
支援教育地域巡回相談事業の実施により、児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握
して、適切な教育支援を行える体制を整備します。

（２） 教職員の確保と教育施設の整備
○児童生徒が将来、社会人としての自立ができるよう、支援を必要とする発達障がい等がある
児童生徒への対応として、施設の整備をはじめ教育活動指導助手等の人材を活用します。

（３） 指導内容の改善充実
○障がいの種類や程度に応じて、その能力や適性を充分に伸ばすことができるよう教育内容や
方法に関する改善を図ります。また、関係機関との連携を緊密にし、特別支援教育の指導内
容の充実を図ります。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝
主　体 取り組み内容

行　政 ・那須町特別支援教育推進計画の推進により、関係機関が連携し
た相談・支援体制の充実を図る。

特別支援教育地域巡回相談事業の実施
単位
訪問回数　　　　　　　各校１回　　　　　　　　　　　　　　各校2回

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・特別支援教育地域巡回相談事業の実施　【継続】
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○那須町文化センター及び那須歴史探訪館は本町の文化活動の拠点であり、サークル活動も
年々増加し、町民の自主的・創造的な活動が行われています。
　現在、文化協会を中心に各種団体が盛んに活動を展開していますが、日本古来の伝統芸能
部門は、高齢化や会員の減少、後継者不足などの問題を抱えており、次世代の継承者を育成
していく必要があります。
○文化財は、整備計画に基づいて順次整備を実施していますが、今後とも適切な保存と活用が
求められています。周知の埋蔵文化財包蔵地の分布図が整備されていないことから早急に
整備し、適切に保存に努める必要があります。

○町民のくらしに豊かさと潤いをもたらせるよう、身近な町の文化施設で町民が気軽に文化芸
術に触れる機会を提供する必要があります。

○那須町の歴史と伝統を知り、郷土愛にあふれた人づくりを目指します。
○町民の自主的な文化芸術活動を促進するため、文化施設環境の整備に努めます。
○次世代の芸術家を育成するため、子どもを対象にした優れた文化芸術を鑑賞する機会の充
実に努めます。
○我が町の貴重な財産である文化財を適切に保存し、次世代に継承し公開、活用に努めます。
○先人たちから受け継がれ地域の人々により継承されている伝統文化の保存、伝承に努める
とともに公開、活用して次世代の継承者育成に努めます。

地域文化の育成 （１） 文化芸術活動の促進

（２） 文化施設の充実と活用

（３） 文化財の保存と活用

（４） 伝統文化の保存・伝承と活用

!"地域文化の育成!"7　 “教育・文化・スポーツ”のまち
基本方針  
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■ 目標実現に向けて
（１） 文化芸術活動の促進
○芸術文化活動を促進するため、質の高い鑑賞機会を提供できるよう、民間と連携した芸術
祭等の開催を検討します。
○文化協会の会員が講師となり、保育園・小中学校等で鑑賞会や体験をさせるなど世代間を
通した交流や、在住外国人との異文化交流を通じ、文化的な相互理解を促進します。
○文化協会をはじめ、各種団体サークル活動の育成に努めるとともに、町民の自主的文化活
動や住民参加型事業の取り組みを推進します。

（２） 文化施設の充実と活用
○文化センター利用者の利便性を重視した施設、設備の充実を図り、町の文化振興の拠点と
して利用者の拡充を図ります。
○歴史探訪館については、資料の調査、収集、研究を行い、展示の充実や研究発表の場の提
供に努めるとともに、町の歴史の情報発信拠点としての役割を果たしていきます。また、後
世に引き継ぐため、歴史的価値のある公文書等の収集に取り組みます。なお、歴史探訪館
の収蔵庫のスペースには限りがあるため、空き教室など既存施設を利用して保存していくよ
う検討します。

（３） 文化財の保存と活用
○文化財の保護、保存のための事業を積極的に導入するとともに、各分野における調査と史
料の収集に努めます。
○埋蔵文化財包蔵地の分布図を作成し、適切に保存に努めます。

（４） 伝統文化の保存・伝承と活用
○高齢化や会員の減少、後継者不足などの問題を抱えている伝統芸能を後世に引き継ぐた
め、伝統文化の保存団体への支援を今後も継続します。
○後継者の育成に繋がるよう、保育園や小中学校等に地域の人々等が講師となり、地域に伝
わる伝統文化に関する鑑賞や体験を実施し、次世代の後継者を育成していきます。 
○伝統芸能を習得した子どもたちの発表の場をつくり、伝統芸能の普及に努めます。

時庭の神楽 伊王野の付け祭り
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〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・町伝統芸能継承支援事業　【継続】
・文化財管理事業　【継続】

主　体 取り組み内容

町　民
事業者

行　政

・伝統文化芸術の保存と活用に努めるため、保育園、小中学校等と
地域を繋げるパイプとなる。
・埋蔵文化財包蔵地を適切に保存するため、分布図を作成する。
・文化財の所有者も高齢化しており、維持管理が困難になりつつある
なか、維持管理補助金の新設や公有地化を検討する。
・文化財所有者の意識を高めるため、定期訪問などを実施する。
・町民の生活に潤いを与えられるよう、質の高い文化芸術を提供す
る。
・地域のしきたりを重んじることも大切だが、後世に伝統芸能を引き
継ぐために、緩和措置も必要であることを少しずつ理解し後継者
獲得と育成に繋げていく。

活動している伝統芸能保存団体数
保育園・小中学校との連携事業数
埋蔵文化財包蔵地分布図整備率

単位
団体
回
％

　　　　9
0
0

　　　　　11
　　5
100
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○スポーツ振興法が５０年ぶりに全面改正され、スポーツ基本法として、平成２３年8月に施行
されました。この法律は、国民（町民）がスポーツをする権利と楽しむ権利があることを明確
にしています。
○２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会、また２０２２年に第77回国民体育大
会栃木県開催などを契機としてスポーツに関する関心が高まっています。

○国内における少子高齢化社会の進行により、町民の関心も従来の競技スポーツから健康志
向であるスポーツ・レクリエーション活動へと変化しつつあり、各種のスポーツクラブが結成
されるなど、幅広い年齢層による活動の多様化が進んでいます。
○本町では、健康で生きがいのある生活づくりの取り組みとして、中央運動公園及びスポーツ
センター、那須スイミングドームまた那須町野外研修センターをスポーツ・レクリエーション
活動の拠点とし、各種のスポーツ大会、教室等を開催し、地域住民の誰もが気軽に参加でき
る「生涯スポーツ」の推進を図っています。
○小中学校の屋内運動場等の体育施設は、身近なスポーツ活動の場として、広く地域に開放し
ています。
○社会の変化や、多様化するニーズに的確に応えられるよう、スポーツ施設の計画的な充実を進
めるとともに、地域におけるスポーツ・レクリエーション指導者の養成を行う必要があります。

○町民が健康で活気にあふれ、生きがいのある生活が送れるよう、「町民一人1スポーツ」を
スローガンに、子どもから高齢者までのスポーツによるまちづくりを推進します。
○スポーツ施設の整備を推進します。

スポーツ・レクリエーションの推進 （１） スポーツ・レクリエーション活動の推進

（２） スポーツ関係団体の組織強化

（３） 生涯スポーツの指導体制の充実

（４） スポーツ施設の整備

（５） 学校体育施設の開放

!"スポーツ・レクリエーションの推進!"7　 “教育・文化・スポーツ”のまち
基本方針  
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■ 目標実現に向けて
（１） スポーツ・レクリエーション活動の推進
○幅広い年齢層の町民を対象にしたスポーツ・レクリエーション及び自然体験活動の場を提
供し、健康志向を取り入れたスポーツの普及を図るとともに各種スポーツ教室・大会を積極
的に開催します。
○町体育協会や各種スポーツクラブまた自治公民館やスポーツ少年団等が実施するスポー
ツ・レクリエーション活動を支援します。
○スポーツイベントを開催し、町民のスポーツ意欲と健康増進を図り、また、スポーツを通じ
た観光まちづくりを推進します。
○広域的なスポーツイベントの普及を推進します。
○サイクルスポーツの振興を図り、那須町の豊かな地域資源である自然を活かしたスポーツ・
ツーリズムの推進とともに全国に情報を発信する機会として推進します。

（２） スポーツ関係団体の組織強化
○２０２２年に第77回国民体育大会が栃木県で開催されることもあり、那須町体育協会の更
なる組織強化と活動資金の確保及び競技団体の組織強化に努めます。

（３） 生涯スポーツの指導体制の充実
○生涯スポーツの推進のため、スポーツ推進委員等の指導員の育成確保、有資格指導者の育
成に取り組みます。
○スポーツを楽しみ、野外・文化・社会活動などを通じて協調性や創造性を養い、社会のルー
ルや思いやりのこころを学ぶスポーツ少年団の育成と充実を図ります。

（４） スポーツ施設の整備
○気軽にスポーツ活動ができる環境づくりのため、各種スポーツ施設の適切な維持管理を行
います。
○町民に親しまれ、町外からも人々が集う総合運動公園の整備を目指します。
○老朽化した施設については大規模改修を含め適正な整備改修を行います。

（５） 学校体育施設の開放
○学校教育との連携のもとに、学校体育施設の開放を行い、日常生活における身近なスポー
ツ活動の普及促進を図ります。
○閉校となった那須町立小学校や中学校の体育施設についても、スポーツ・レクリエーショ
ン、社会教育活動の場として開放することが決定された場合には、管理体系及び使用料等
の検討を行い効率的な利用を進めます。



基本方針  
８ “協働・行財政”のまち

役場応対風景

那須町役場庁舎

地域づくり委員会
（伊王野）

01　地域づくり活動の推進
　　  （地域コミュニティの発展）
02　行政サービスの向上
03　適切な行財政運営
04　町有財産の適正管理
05　広域行政
     （定住自立圏構想等）の推進
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○「町民がずっと住み続けたい町」を目指すためには、行政と町民が情報の共有化を図り、
パートナーシップを築いていくことが重要な要素となっており、情報提供の充実や町民参加
型の行政運営が必要となっています。
○ＮＰＯやボランティア団体などの市民活動が広がってきています。これまで行政が担ってき
た分野への参加、また、行政だけでは実施できなかった分野を官民協働で担うなど、町民、
ＮＰＯ、企業などがともに支え合う仕組みや体制の構築が求められています。
○自らの地域社会は、自らの手で育て築き上げていこうとするコミュニティ活動が、各自治会、
自治公民館で推進されています。
○コミュニティ活動の促進のために、地域リーダーの育成が望まれています。
○活動拠点となる公民館等の施設の整備促進を図る必要があります。
○各自治会は、地域の住民が快適で、健やかに、安全で安心して暮らせるように、地域のさま
ざまな課題に取り組みながら活動しています。しかしながら、核家族化など社会状況の変化
により、コミュニティ意識が希薄化してきていることから、その活動が困難になりつつありま
す。今後、課題に対応していくために、地域内の連携・協力が必要となります。

○町民と行政が協働し、町民が主体となったまちづくりを推進します。
○地域づくり委員会等の発展を図ります。
○地域活動を積極的に支援し、自主的なコミュニティ活動による相互の協力関係を構築します。
○地域のコミュニティ関連施設の整備充実を図ります。
○地域に住み続けることができるよう「小さな拠点」の形成促進を図ります。

地域づくり活動の推進
　　(地域コミュニティの発展)

（１） 地域づくり活動の推進

（２） コミュニティ活動の促進

（３） コミュニティ関連施設の整備

（４） 地域コミュニティの融和

（５） 「小さな拠点」の形成

!"地域づくり活動の推進（地域コミュニティの発展）!"8　 “協働・行財政”のまち
基本方針  
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○地域によっては古くからの商店等が閉店していくことにより、買い物など日常生活に支障
が出てきています。
○中山間地域等において、将来にわたり持続的に集落で暮らし続けることができるように
支援していく必要があります。

（１） 地域づくり活動の推進
○町民と行政のパートナーシップを重視し、協働によるまちづくりを推進するととも
に、地域づくり委員会等が各地域において活発な活動を展開することにより、互い
に助け合う地域づくりを推進し、個性と魅力あふれる協働の地域づくり・まちづく
りの支援に努めます。
○関係機関と連携し、協働によるまちづくりを推進します。

（２） コミュニティ活動の促進
○自治会活動、公民館活動、青少年の健全育成に関する活動を支援し、活力ある地域づく
りを推進します。
○生涯学習講座や福祉活動を通じて地域リーダーを養成します。

（３） コミュニティ関連施設の整備
○活動の拠点施設である自治公民館等の整備充実を図ります。

（４） 地域コミュニティの融和
○地域住民の交流機会を充実し、活発なコミュニケーションづくりによる相互理解と協力
関係の構築に努めます。

（５） 「小さな拠点」の形成
○中山間地域等において、「小さな拠点」の形成を図るための支援を行います。

　※「小さな拠点」とは、小学校区や中学校区など複数の集落が集まる基礎的な生活圏の中で、分
　散している様々な生活サービスや地域活動の場などを、「合わせ技」でつなぎ、人やモノ、サービ
　スの循環を図ることで、生活を支える地域運営の仕組みをつくろうとする取組。

■ 目標実現に向けて
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〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度

＝施策の実現に向けた行政と町民の役割分担＝

＝施策の実現に向けた主要事業＝
・地域づくり活動支援　【継続】
・地域連携事業  【継続】
・「小さな拠点」づくり活動支援 【新規】

主　体 取り組み内容

町　民
事業者

行　政

・協働のまちづくり理念のもとに、町民誰もがまちづくり活動に参加
することができる仕組みを構築するとともに、町民の自治の力を育
て、協働のまちづくりを支援する。
・自治会等の自主的活動を基に、地域の住民が一体となって、安全
で快適なくらしができる地域づくりを支援する。
・地域において「小さな拠点」形成を進めるための検討体制やプラン
づくり等を支援する。

・地区の人々が、自らの地域の課題解決に向けて討議し、町民と行政
の相互理解による、協働のまちづくりを推進する。
・地域の特色を活かした地域づくり計画により、町民が主体となっ
て、自らの責任において活動する。
・地域住民相互の連帯感を育て、地域の福祉・環境・防災防犯など
地域の様々な課題に取り組みながら、まちづくりを進める。
・「小さな拠点」づくりの主役として、住民同士で良く話し合い、「自分
たちにできること」を見い出し、住民自ら主体的に取り組む。

地域づくり事業支援団体数
自治会加入率
「小さな拠点」設置数

単位
団体
％
地域

　　　　-
65.8
0

　　　　　18
70.0
2
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○社会情勢の変化に起因して住民ニーズが多様化しています。また、国県からの権限移譲によ
る事務等により、年々事務量が増加する傾向にあります。
○従来の受身型の事務から創意型へと地方の行政事務は変化しています。このため、職員一
人ひとりの企画立案能力の向上を図ることが必要となっています。

○那須町人材育成基本方針に基づく施策展開を行います。
○職場研修及び職場外研修を通じ、職員の能力向上を図ります。
○人事評価制度により、適切な人事管理を行います。
○町民参加による協働のまちづくりに向けて、広報紙の発行やまちづくり懇談会等を通して
町民の意見を行政に反映させるとともに、インターネットを活用したサービスを加え、より
充実した情報の共有化を図ります。

行政サービスの向上 （１） 人材の育成・能力開発

（２） 行政サービスの向上

（３） 広報・広聴活動の推進

（４） 情報の公開

!"行政サービスの向上!"8　 “協働・行財政”のまち
基本方針  

（１） 人材の育成・能力開発
■ 目標実現に向けて

○人材育成基本方針に基づく職員の育成や、職場内における教育を推進し、意識改革に努め
ます。
○各種研修参加機会を拡充するとともに、自己啓発による研修・スキルアップを支援します。
○職員の企画立案能力の向上と事務効率を意識した業務を行います。
○人事評価制度により、適切な人事管理を行います。
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（２） 行政サービスの向上
○民間企業での短期研修や町民の立場に立った思考を育み、ホスピタリティのある行
政サービスに努めます。
○情報通信ツールを活用した行政サービスについて、更なる向上を図るため、本町に
適した手法を検討します。

（３） 広報・広聴活動の推進
○町政に関する情報について、広報紙・ホームページ等を通じ、タイムリーな情報提
供に努めます。
○広報モニター制度の充実や、まちづくり懇談会等の開催により多様な課題を把握す
るとともに、町の将来についての意見等をまちづくりに反映させます。
○関係機関との連携を強化し、各種行政相談業務の充実を図ります。
○町の施策立案に際し第三者機関の設置を目指すとともに、パブリックコメント制度
を運用し、町民参加のまちづくりを推進します。

（４） 情報の公開
○那須町情報公開条例に基づき町の保有する情報の公開を行い、行政への理解と信頼
を深め、公正で開かれた町政の実現を図ります。
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○人口減少や少子高齢化が避けられない時代において、地方自治体として安定した行政運営
を行うため、地域・民間と行政との役割分担又は協働を推進するとともに、ライフサイクル
コストや受益者負担の原則に基づく適正な行財政運営に努める必要があります。
○施策を進めるためには、少子高齢化、生産年齢人口の減少、総人口の減少等の影響や景気
要因による町税収入等の減少、地方財政制度の見直し、さらには、加速される地方分権の
進展などの要因を考慮すると、より一層の自立した行財政運営体制の構築により財源を確
保する必要があります。
○財源は住民等からの税収であることを認識し、その事業実施に当たってはその事業の費用
対効果等を的確に納税者に説明していくことが求められています。
○経済のグローバル化や不安定な経済情勢に対応するため、政策や事務事業の徹底した見
直しを行うことにより、確実な財政運営を確保する必要があります。

○地域住民や民間との連携及び継続的な組織の見直しにより、必要最小限の組織で効率的
な行政運営を行うとともに、事務事業評価と施策評価の適切な実行により、成果を重視し
た行政経営を推進します。
○町税収入の減少が見込まれていることから、徴収率の向上による税収の確保に努めます。
○ふるさと納税などの新たな制度を活用した財源の確保を図ります。
○費用対効果に基づいた事業の取捨選択を行うなど、選択と集中による効果的な財政運営
を推進します。

適切な行財政運営 （１） 那須町行財政改革の推進

!"適切な行財政運営!"8　 “協働・行財政”のまち
基本方針  

（１） 那須町行財政改革の推進
■ 目標実現に向けて

ア　行政運営の改革
○まち・ひと・しごと創生基本方針2015に、「地域の総合力を引き出す」ということが掲げられ
ており、今後益々、官民協働や地域間連携が必要になることから、協力・連携を積極的に推
進します。
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○事務事業評価と総合計画の施策評価を連動させることにより、具体的な成果の達成状況
を把握し、成果の上がらない事業は早期かつ積極的に見直すなど、施策遂行のための正
確な判断システムとしての機能を確立します。
○社会情勢の変化や新たな行政課題、町民ニーズに迅速に対応するため、組織の見直しや
統廃合を進め、行政組織のスリム化・効率化に努めます。
○民間の専門性やノウハウを活用することにより、町民へ質の高いサービスを提供するとと
もに、効果的で効率的な行政運営を推進するため、積極的に業務の民間委託や指定管理
者の導入を図ります。
○自治体業務の質・量は社会の複雑化とともに増加傾向にあり、限られた人員でサービス
の質・量のレベルを維持・向上させるためには、より一層の業務遂行能力が求められるこ
とから、職員の能力と意欲の向上を図る取り組みを推進します。

イ　財政運営の改革
○関係法令に基づく適正な課税を推進し、法令を遵守した町税収納対策の強化による収納
率の向上に努めます。
○町有財産の処分と有効活用を進め、歳入の確保に努めます。
○受益者が特定される事業・サービスの対価について、受益者の負担とすべき範囲を明確
にし、受益と負担の適正化を図ります。
○町の業務や施設利用に係る使用料及び手数料について、消費税の税率改正に対応すると
ともに、負担額の設定根拠を明確にした基準を策定のうえ、見直しを行います。
○地方公営企業等（水道事業、公共下水道事業）についても、経営基盤の強化に積極的に
取り組むことが求められており、事務事業の見直しや民間委託を推進するとともに、料金
の適正な見直しを図り、独立採算を基本とした健全な経営に取り組む必要があります。
○補助金の適正な支出のため「那須町補助金交付基準」を策定していますが、より具体的
なガイドラインを策定することにより、継続的で公平性のある見直しを図ります。

〈施策に関連する成果指標〉
■ 数値目標

成果指標名 基準値/H26年度 目標値/H32年度
町税収入率（現年課税分）
経常収支比率

単位
％
％

　　　　97.38
90.2

　　　　　　　　　　　　　　98.00
85.0
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○公共施設等の管理については、各部署において管理を行っているが、今後は総合的かつ計
画的に管理するため、全庁的に情報管理や情報共有化を図る必要があります。
○町有林は、町直営林362ha、分収林16haの合計３７８haを有し、町総面積の１パーセント
を占めています。
○町直営林は、スギ・ヒノキ等人工林が大半を占め、このうち96パーセントが樹齢３０年を経過
し、基本財産形成期となっているため、計画的に主伐を行い継続的かつ安定的な財産収入とし
て有効活用することが求められております。また、今後大径木生産・雑木の植栽等経営形態を見
直す必要があると同時に、森林の持つ多面的、公益的機能を維持保全する必要があります。

○普通財産の土地・建物のうち、未利用財産については有効活用を図る必要があります。
○那須町学校適正配置等計画により生じる学校跡地については、貴重な財産であるため、有
効的な活用を図る必要があります。

○公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進します。
○町内の普通財産について、総合的な見地から活用を推進します。
○町有林の育成と適正管理に努めます。

町有財産の適正管理 （１） 町有財産の適正管理

（２） 町有財産の有効活用

!"町有財産の適正管理!"8　 “協働・行財政”のまち
基本方針  

（１） 町有財産の適正管理
■ 目標実現に向けて

○公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の総合的・計画的な管理を推進します。
（２） 町有財産の有効活用
○那須町森林整備計画等に基づき適期に除伐、間伐等の管理を推進します。
○森林の保護や自然環境の保全を推進します。
○普通財産のうち遊休化している土地・建物について、有効的な活用を図ります。
○学校跡地については、総合的な視点にたち有効的な活用を図ります。
＝施策の実現に向けた主要事業＝
・町有地活性化事業　【継続】
・公共施設等総合管理計画策定事業【新規】
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■ 目指すべき方向
＝計画目標＝

＝施策の内容＝

■ 計画の背景
○那須地区広域行政事務組合と那須地区消防組合は、那須地域の２市１町（大田原市・那須
塩原市・那須町）により構成され、ごみ処理や、し尿処理、保健衛生事業、管内の職員研修
のほか、管内の消防行政を行っています。また、那須塩原市との一部事務組合では、火葬場
や卸売市場の運営を行っています。
○地方自治体の厳しい財政状況のもと、各自治体で共通し、あるいは重複するような事務に
ついては、広域行政による効率化が必要です。
○八溝山周辺地域定住自立圏は、中心市の大田原市と連携する１市6町（那須塩原市・那須
町・那珂川町・棚倉町・矢祭町・塙町・大子町）により構成され、平成26年1月に定住自立圏
形成協定締結しています。
○那須地域定住自立圏は、中心市の那須塩原市と連携する１市２町（大田原市・那須町・那珂
川町）により構成され、平成２７年２月に定住自立圏形成協定締結しています。
○定住自立圏域全体として、人口減少や高齢化が進んでいる状況にあり、従来の枠組みにと
らわれない新たな連携・協力により、人口減少対策をはじめとした圏域全体の行政機能の
維持・向上を図る取組が必要です。

○ごみ処理等広域的に事務処理を行うことが必要な事務については、市町間の連携調整に
努め、町民生活の利便性の向上を図ります。
○中心市と連携市町が相互に役割分担し、連携・協力することにより、圏域全体として必要
な生活機能を確保する「定住自立圏構想」を推進し、地方圏における定住の受け皿を形成
します。

広域行政（定住自立圏構想等）
の推進

（１） 広域行政の推進

（２） 定住自立圏の推進

!"広域行政（定住自立圏構想等）の推進!"8　 “協働・行財政”のまち
基本方針  
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（１） 広域行政の推進
○住民サービスの向上を図るため、広域行政を推進するとともに、一部事務組合の効
率的運営に努めます。
 （ア） ごみ処理事業
 （イ） し尿処理事業
 （ウ） 最終処分場管理事業
 （エ） 新たな最終処分場建設事業
 （オ） と畜場事業
 （カ） 救急医療体制の整備
 （キ） 消防
 （ク） 火葬場
 （ケ） 卸売市場

（２） 定住自立圏の推進
○「選択と集中」、「集約とネットワーク」の視点に立った新しい広域連携の在り方に着目
し、機能的な連携を図ることによって、個性的で創意豊かな地域づくりを目指し、交流か
ら定住に結び付く人口の確保を図りながら、継続的、魅力的で幸福感あふれる圏域づく
りを推進します。

ア  生活機能の強化に係る政策分野
      地域医療ネットワークの充実、健康増進事業の推進、子育て支援の充実、介護予防の充
実、障がい者（児）社会参加の促進、図書館の相互利用の促進、各種イベント等の共催、
小中学校の情報通信技術環境技術整備等の推進、広域観光の推進、特産品の販路拡
大、鳥獣害防止、耕作放棄地の解消及び新規就農者支援、電気自動車等の導入促進、防
災、消防、相談業務の充実、情報発信システム等の充実、生活排水処理の推進の連携、一
般廃棄物処理体制の確保など

イ  結びつきやネットワークの強化に係る政策分野
     地域公共交通、交通インフラ整備等に関する要望活動等、圏域内の交流促進、文化・芸
術等の連携など

ウ  圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野
     人材育成、外部からの人材確保、コンピュータシステムの共同利用等、地域人材の
活用など

■ 目標実現に向けて




